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第 2号 
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第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 信州大学(以下「本学」という。)は，教育基本法(平成 18年法律第 120号)の精

神に則り，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研

究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 

2 本学は，その目的を実現するための教育研究を行い，その成果を広く社会に提供する

ことにより，社会の発展に寄与するものとする。 

(自己点検及び自己評価) 

第 2条 本学は，その教育研究水準の向上に資するため，本学の教育及び研究，組織及び

運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表す

るものとする。 

2 本学は，前項の点検及び評価の結果について，本学の職員以外の者による検証を行う

ものとする。 

3 第 1項の点検及び評価並びに前項の検証の実施に関する事項は，別に定める。 

(教育研究活動の公表等) 

第 3条 本学は，教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため，その教育研究活動

の状況を公表するものとする。 

2 本学は，本学の教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載その他広く周知を図

ることができる方法によって，積極的に情報を提供するものとする。 

第 2章 組織 

(学部) 

第 4条 本学に，次の学部を置く。 

 人文学部 

 教育学部 

 経法学部 

 理学部 

 医学部 

 工学部 

 農学部 

 繊維学部 

(大学院) 

第 4条の 2 本学に，大学院を置く。 

2 大学院に関する学則等は，別に定める。 

(学術研究院) 

第 5条 本学に，教員組織として，学術研究院を置き，当該研究院に次の学系を置く。 
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 人文科学系 

 教育学系 

 社会科学系 

 総合人間科学系 

 理学系 

 工学系 

 農学系 

 繊維学系 

 医学系 

 保健学系 

 超学系 

2 学術研究院に関する規則は，別に定める。 

(アクア・リジェネレーション機構) 

第 5条の 2 本学に，アクア・リジェネレーション機構を置く。 

2 アクア・リジェネレーション機構に関する規程は，別に定める。 

(先鋭領域融合研究群) 

第 5条の 3 本学に，先鋭領域融合研究群を置く。 

2 先鋭領域融合研究群に関する規則は，別に定める。 

(附属図書館) 

第 6条 本学に，附属図書館を置く。 

2 附属図書館に，次の図書館を置く。 

 中央図書館 

 教育学部図書館 

 医学部図書館 

 工学部図書館 

 農学部図書館 

 繊維学部図書館 

3 附属図書館に，大学史資料センターを置く。 

(附属病院) 

第 7条 医学部に，附属の教育研究施設として，附属病院を置く。 

(学部附属の教育研究施設) 

第 8条 本学に，学部附属の教育研究施設として，次の施設を置く。 

教育学部  志賀自然教育研究施設，次世代型学び研究開発センター 

理学部  湖沼高地教育研究センター 

農学部  アルプス圏フィールド科学教育研究センター 

繊維学部  農場 
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(共同利用) 

第 8条の 2 前条に掲げる理学部附属湖沼高地教育研究センター及び農学部附属アルプス

圏フィールド科学教育研究センターは，他の大学等の利用に供することができるもの

とする。 

2 信州大学社会実装研究クラスター規程（令和 6年信州大学規程第 375号)第 4条第 1項

に掲げる社会実装研究クラスター繊維科学研究所は，他大学等において同研究所の目

的たる研究と同一の分野の研究をする者に利用させることができる。 

3 前 2項に関し必要な事項は，別に定める。 

(学科，課程又はコース) 

第 9条 学部に，次の学科又は課程を置く。 

人文学部  人文学科 

教育学部  学校教育教員養成課程 

経法学部  応用経済学科 

   総合法律学科 

理学部  数学科 

   理学科 

医学部  医学科 

   保健学科 

工学部  工学科 

農学部  農学生命科学科 

繊維学部  先進繊維・感性工学科 

   機械・ロボット学科 

   化学・材料学科 

   応用生物科学科 

第 9条の 2 人文学部人文学科に，次のコースを置く。 

哲学・芸術論コース 

文化情報論・社会学コース 

心理学・社会心理学コース 

歴史学コース 

比較言語文化コース 

英米言語文化コース 

日本言語文化コース 

(組織の編制) 

第 10条 第 4条の学部における教育研究に携わる組織は，教育研究に係る責任の所在が

明確になるように，編制するものとする。 

2 前項の編制その他必要な事項は，別に定める。 
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(収容定員) 

第 11条 学部の学科，課程又はコースの収容定員，入学定員及び編入学定員は，別表第

1のとおりとする。 

第 12条 削除 

(附属学校) 

第 13条 教育学部に，次の附属学校を置く。 

 附属幼稚園 

 附属長野小学校 

 附属松本小学校 

 附属長野中学校 

 附属松本中学校 

 附属特別支援学校 

第 14条 削除 

(総合健康安全センター) 

第 15条 本学に，学生及び職員の健康，安全及び衛生に関する業務を行うための施設と

して，総合健康安全センターを置く。 

2 総合健康安全センターに関する規程は，別に定める。 

第 15条の 2 削除 

(DE&I推進センター) 

第 15条の 3 本学に，DE&I（ダイバーシティ，エクイティ及びインクルージョン）に関

する事業を効果的かつ円滑に推進し，本学の構成員一人ひとりがその能力を十分に発

揮することができる職場・教育環境の実現及びワーク・ライフ・バランスの推進に関

する業務を行うための施設として，DE&I推進センターを置く。 

2 DE&I推進センターに関する規程は，別に定める。 

第 3章 職員及び組織の長 

(職員の種類) 

第 16条 本学に，次の職員を置く。 

 学長 

 副学長 

 教授 

 准教授 

 講師 

 助教 

 助手 

 園長 

 校長 
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 副園長 

 副校長 

 教頭 

 主幹教諭 

 教諭 

 養護教諭 

 事務職員 

 技術職員 

 技能職員 

 医療技術職員 

 看護職員 

(学系長) 

第 16条の 2 各学系に，学系長を置き，その学系の教授会議構成員のうち教授の職にあ

る者をもって充てる。 

(学部長) 

第 17条 学部に，学部長を置き，学系長をもって充てる。 

(学科長) 

第 18条 学部の学科に，学科長を置くことができる。 

2 学科長は，その学部の教授会構成員のうち教授の職にある者をもって充てる。 

3 医学部医学科長は，医学系長をもって充て，医学部保健学科長は，保健学系長をもっ

て充てる。 

第 18条の 2 削除 

(附属図書館長，図書館長及びセンター長) 

第 19条 附属図書館に，附属図書館長を置き，本学の教授をもって充てる。 

2 第 6条第 2項に定める各図書館に，図書館長を置き，本学の教授又は准教授をもって

充てる。ただし，中央図書館長については，附属図書館長が兼任するものとする。 

3 第 6条第 3項に定める大学史資料センターに，センター長を置き，附属図書館長が兼

任するものとする。 

(附属病院長) 

第 20条 医学部の附属病院に，病院長を置く。 

2 病院長に関し必要な事項は，別に定める。 

(学部附属の教育研究施設の長) 

第 21条 学部附属の教育研究施設に長を置き，その学部の教授又は准教授をもって充て

る。 

第 22条及び第 23条 削除 

(総合健康安全センター長) 
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第 24条 総合健康安全センターにセンター長を置き，本学の教授をもって充てる。 

第 4章 運営組織 

(教授会) 

第 25条 各学部に，教授会を置く。 

2 教授会は，学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとす

る。 

(1) 学生の入学，卒業 

(2) 学位の授与 

(3) 前 2号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要な事項で，教授会の意見を聴

くことが必要なものとして学長が定めるもの。 

3 教授会は，前項に定めるもののほか，学長及び学部長(以下この項において｢学長等｣と

いう。)が掌る教育研究に関する事項について審議し，学長等の求めに応じ，意見を述

べることができる。 

4 教授会に関し必要な事項は，別に定める。 

(学系教授会議) 

第 25条の 2 各学系に，教員人事マネジメント，研究マネジメント及び予算決算に関す

る事項を審議するため，学系教授会議を置く。 

2 学系教授会議に関し必要な事項は，別に定める。 

第 5章 学年，学期及び休業日 

(学年) 

第 26条 学年は，4月 1日に始まり，翌年 3月 31日に終わる。 

(学期) 

第 27条 学年を次の 2学期に分ける。 

前学期  4月 1日から 9月 30日まで 

後学期  10月 1日から翌年 3月 31日まで 

2 前項に規定する前学期の終期及び後学期の始期は，各学部の事情により，学長が変更

することができる。 

(学期の分割) 

第 27条の 2 前条に規定する前学期及び後学期の期間は，各学部の事情により，当該各

期間を前半期と後半期に分けることができる。 

(休業日) 

第 28条 休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 土曜日 

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日 

(4) 春季休業 
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(5) 夏季休業 

(6) 冬季休業 

2 前項第 4号から第 6号までの休業の期間は，学長が別に定める。 

3 第 1項に定めるもののほか，学長は，臨時の休業日を定めることができる。 

4 第 1項の規定にかかわらず，第 1項第 1号から第 3号までの休業日は，各学部の事情

により，授業を行う日に変更することができる。 

第 6章 修業年限及び在学期間 

(修業年限) 

第 29条 修業年限は，4年とする。 

2 前項の規定にかかわらず，医学部医学科の修業年限は，6年とする。 

(修業年限の通算) 

第 30条 第 68条第 1項に規定する科目等履修生又は第 103条の 2に規定する特別の課程

を履修する者(大学(短期大学を含む。)の学生以外の者に限る。)として本学において一

定の単位を修得した者が本学に入学する場合において，当該単位の修得により学部の

教育課程の一部を履修したと認められるときは，第 52条第 1項の規定により本学に入

学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数，その修得に要した期間そ

の他学部が必要と認める事項を勘案して学部が定める期間を修業年限に通算すること

ができる。ただし，その期間は，前条に定める修業年限の 2分の 1を超えてはならない。 

(在学期間) 

第 31条 学生は，8年(医学部医学科の学生にあっては，12年)を超えて在学することが

できない。 

2 前項の規定にかかわらず，第 37条又は第 39条の規定により入学した学生は，第 41条

により定められた在学すべき年数の 2倍に相当する年数を超えて在学することができ

ない。 

3 第 38条の規定により再入学した学生の在学期間は，退学又は除籍前の在学期間を通算

し，第 1項に規定する期間を超えることができない。ただし，第 37条又は第 39条の規

定により入学したのち退学又は除籍となった者が第 38条の規定により再入学した場合

の在学期間は，退学又は除籍前の在学期間を通算し，退学又は除籍前に前項により定

めた期間を超えることができない。 

第 7章 入学 

(入学の時期) 

第 32条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

(入学資格) 

第 33条 入学資格者は，次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校を卒業した者 

(2) 中等教育学校を卒業した者 
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(3) 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこ

れに相当する学校教育を修了した者を含む。) 

(4) 外国において学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの(昭和 56年文部省告示第 153号) 

(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者 

(6) 専修学校の高等課程(修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和 23年文部省告示第 47号) 

(8) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17年文部科学省令第 1号)による高等学校卒

業程度認定試験に合格した者(同規則附則第 2条による廃止前の大学入学資格検定規

程(昭和 26年文部省令第 13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。) 

(9) 高等学校卒業程度認定審査規則（令和 4年文部科学省令第 18号）による高等学校

卒業程度認定審査に合格した者 

(10) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で，18歳に達したもの 

(入学の出願) 

第 34条 本学への入学を志願する者は，所定の期日までに入学願書に所定の検定料及び

別に定める書類を添えて願い出なければならない。 

2 前項の規定にかかわらず，風水害等の特別な事情により，検定料の納付が困難な者に

対しては，検定料を免除することがある。 

3 検定料の免除に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学者の決定) 

第 35条 前条の入学志願者については，別に定める入学者受入れの方針に基づき，選考

を行う。 

(入学手続及び入学許可) 

第 36条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに別に定

める書類を提出するとともに，所定の入学料を納付しなければならない。 

2 学長は，前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を

含む。)に入学を許可する。 

(編入学) 

第 37条 次の各号の一に該当する者で，本学への入学を志願する者がある場合は，選考

の上，相当年次に入学を許可することがある。 

(1) 学士の学位を有する者 

(2) 大学を退学した者 
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(3) 短期大学，高等専門学校，旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒

業した者 

(4) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該

外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法(昭和 22年法律

第 26号)第 90条第 1項に規定する者に限る。) 

(5) 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第 132条の規定により大学に

編入学することができるもの 

(6) 学校教育法施行規則(昭和 22年文部省令第 11号)附則第 7条に定める従前の規定

による学校の課程を修了又は卒業した者 

(7) 高等学校等の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第 58条の 2の規定によ

り大学に編入学することができるもの 

(8) 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成 15年文部科学省令第 17号)第

7条第 2項に定める職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了し

た者 

2 各学部の第 2年次編入学定員又は第 3年次編入学定員に係る編入学を志願する者があ

るときは，選考の上，入学を許可する。 

3 編入学に関し必要な事項は，各学部において定める。 

(再入学) 

第 38条 第 62条の規定により本学を退学した者又は第 63条の規定により本学を除籍さ

れた者で，在学時と同じ学部に再入学を志願する者があるときは，選考の上，相当年

次に再入学を許可することがある。 

2 再入学に関し必要な事項は，各学部において定める。 

(転入学) 

第 39条 他の大学に在学している者で，本学への入学を志願する者がある場合は，選考

の上，相当年次に入学を許可することがある。 

2 前項に定めるもののほか，我が国において，外国の大学の課程を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程に在学している者(学校教育法第 90条第 1項に規定する者に

限る。)で，本学への入学を志願する者がある場合は，選考の上，相当年次に入学を許

可することがある。 

(転学部及び転学科等) 

第 40条 本学の学生で，他の学部に転学部を志願する者がある場合は，選考の上，相当

年次に転学部を許可することがある。 

2 転学科又は転課程を志願する者がある場合は，選考の上，これを許可することがある。 

(編入学，再入学，転入学等の場合の取扱い) 
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第 41条 第 37条から前条までの規定により，入学又は転学部等を許可された者の既に履

修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については，各学

部において定める。 

第 8章 教育課程の編成方針，履修方法等 

(教育課程の編成方針) 

第 42 条 各学部は，別に定める学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき，

必要な授業科目を自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

2 教育課程の編成に当たっては，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，

幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮

するものとする。 

(連携開設科目) 

第 42条の 2 本学は，教育上の目的を達成するために必要があると認める場合には，前

条第 1項の規定にかかわらず，大学等連携推進法人(本学の設置者が社員であるものに

限る。)の社員が設置する他の大学又は短期大学が本学と連携して開設する授業科目(当

該大学等連携推進法人が策定する大学等連携推進方針に沿うものに限る。以下「連携

開設科目」という。)を，本学が自ら開設したものとみなすことができる。 

(授業科目の区分) 

第 43条 本学で開設する授業科目は，その内容により共通教育科目及び専門科目に分け

る。 

(授業科目の特例) 

第 43条の 2 前条に定めるもののほか，第 94条に定める外国人留学生及び外国人留学生

以外の学生で外国において相当の期間，中等教育（中学校及び高等学校に対応する学

校における教育をいう。）を受けた者のための授業科目として，日本語・日本事情教

育科目を開設することができる。 

(授業科目，その単位数及び履修方法) 

第 44条 授業科目，その単位数及び履修方法については，各学部において定める。ただ

し，共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目の授業科目及び単位数については，

別に定める。 

(授業の方法等) 

第 45条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 

2 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利

用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第 1項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様な

メディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につ

いても，同様とする。 
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4 第 1項の授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設

以外の場所で行うことができる。 

5 卒業に必要な所定の単位数のうち，第 2項に規定する授業の方法により修得する単位

数は，60単位を超えないものとする。 

6 前項の規定にかかわらず，卒業に必要な所定の単位数が 124単位を超える場合におい

て，当該単位数のうち，第 1項に規定する授業の方法により 64単位以上修得している

ときは，第 2項に規定する授業の方法により修得する単位数は，60単位を超えること

ができるものとする。 

(単位の計算方法) 

第 46条 授業科目の単位の計算方法は，1単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし，第 45条第 1項に規定する授業の方法に応じ，

当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，おおむね 15時間か

ら 45時間までの範囲で定める時間の授業をもって 1単位として単位数を計算するもの

とする。 

2 前項の規定にかかわらず，卒業論文の作成に関する特別研究等の授業科目を設定する

場合において，これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる

ときは，各学部において単位数を定めることができる。 

(単位の授与) 

第 47条 授業科目を履修した者に対し，試験その他当該授業の特性に合わせた方法によ

り学修の成果を評価し，合格の場合には，所定の単位を授与する。 

(成績評価基準等の明示等) 

第 47条の 2 本学は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに 1年間の計画をあらか

じめ明示するものとする。 

2 本学は，学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確

保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準に従っ

て適切に行うものとする。 

(成績の評価) 

第 48 条 授業科目の試験の成績は，秀，優，良，可及び不可の 5 種の評語をもって表し，

秀，優，良及び可を合格とする。ただし，必要と認める場合は，合格及び不合格の評

語を用いることができる。 

2 前項の規定にかかわらず，第 50条から第 52条までの規定に基づき単位の認定を行う

場合は，認定の評語を用いることができる。 

(他の学部の授業科目の履修等) 

第 49条 学生は，他の学部の授業科目を履修し，又は聴講することができる。 

2 前項の規定により他の学部が開設する専門科目を履修した場合は，12単位を超えない

範囲で本学の卒業に必要な単位に算入することができる。 
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3 他の学部における授業科目の履修等に関し必要な事項は，各学部において定める。 

(他の大学等における授業科目の履修) 

第 50条 学部において教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学(以下「他大学

等」という。)との協議に基づき，学生が当該他大学等の授業科目を履修することを認

めることができる。 

2 前項の規定により他大学等において履修した授業科目について修得した単位は，60単

位を超えない範囲で，本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこと

ができる。 

3 前項の規定は，学部において教育上有益と認めるときは，第 57条第 1項に規定する休

学により学生が外国の大学又は短期大学(これに相当する教育研究機関を含む。以下

「外国の大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位について

準用する。 

4 第 2項の規定は，学部において教育上有益と認めるときは，学生が外国の大学等が行

う通信教育における授業科目を我が国において履修して修得した単位及び学生が外国

の大学等の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授

業科目を我が国において履修して修得した単位について準用する。 

5 第 1項の規定により他大学等において授業科目を履修した期間は，本学の在学期間に

算入する。 

6 他大学等及び外国の大学等における授業科目の履修に関し必要な事項は，各学部にお

いて定める。 

(連携開設科目に係る単位の認定) 

第 50条の 2 学生が他大学等において履修した連携開設科目について修得した単位は，

本学における授業科目の履修により修得したものとみなす。 

2 卒業に必要な所定の単位数のうち，前項の規定により修得したものとみなす単位数は，

30単位を超えないものとする。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 51条 学部において教育上有益と認めるときは，学生の行う短期大学又は高等専門学

校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修(平成 3年文部省告示第 68

号)を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

2 前項の規定により与えることができる単位数は，前条第 2項(同条第 3項及び第 4項並

びに第 61条第 2項において準用する場合を含む。)の規定により本学において修得した

ものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

3 第 1項に規定する大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は，各学部に

おいて定める。 

(入学前の既修得単位の取扱い) 
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第 52条 学部において教育上有益と認めるときは，学生が入学前に大学又は短期大学に

おいて履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程を履修す

る者として修得した単位を含む。)を，本学における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

2 前項の規定は，第 50条第 3項及び第 4項の場合に準用する。 

3 学部において教育上有益と認めるときは，学生が入学前に行った前条第 1項に規定す

る学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

4 前 3項の規定により，修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編

入学，転入学等の場合を除き，本学において修得した単位(第 50条の 2の規定により修

得したものとみなす単位を含む。)以外のものについては，第 50条第 2項(同条第 3項

及び第 4項並びに第 61条第 2項において準用する場合を含む。)の規定により修得した

ものとみなす単位数及び前条第 1項の規定により与えることのできる単位数と合わせ

て 60単位を超えないものとする。 

5 入学前の既修得単位の取扱いに関し必要な事項は，各学部において定める。 

(教育課程の計画的特例履修) 

第 52条の 2 各学部は，本学と外国の大学等との間において締結した交流協定(学部間交

流協定及びこれに準ずるものを含む。以下「交流協定」という。)に基づく留学により，

第 29条に定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修するこ

とを希望する旨を学生が申し出たときは，その計画的な履修を認めることができる。 

2 前項による計画的な教育課程の修業年限は，第 31条に定める在学期間を超えることは

できない。 

第 9章 卒業，学位及び教育職員免許状 

(卒業) 

第 53条 本学部において定める授業科目を履修し，所定の単位数を修得した者について

は，学長が卒業を認定する。 

(早期卒業) 

第 53条の 2 前条の規定にかかわらず，本学に 3年以上在学した者(医学部医学科に在学

する者を除く。)が，卒業要件として修得すべき単位を優秀な成績で修得したと認めら

れる場合は，各学部規程に定めるところにより，学長は，学校教育法第 89条に規定す

る卒業を認めることができる。 

2 前項に規定する卒業の認定に関し必要な事項は，各学部規程その他の関係規則等にお

いて定める。 

(学位の授与) 

第 54条 本学を卒業した者に対し，学士の学位を授与する。 

(学位規程) 

15



第 55条 学位に関し必要な事項は，信州大学学位規程(平成 16年信州大学規程第 19号)

において定める。 

(教育職員免許状授与の所要資格) 

第 56条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法(昭

和 24年法律第 147号)に定める所要の単位を修得しなければならない。 

2 本学において，教育職員免許法に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育

職員免許状の種類は，別表第 2に掲げるとおりとする。 

第 10章 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍 

(休学) 

第 57条 疾病その他の理由により引き続き 3月以上修学することができない者は，医師

の診断書又は理由書を添えて所属する学部の長に願い出て，その許可を得て休学する

ことができる。 

2 休学期間は，引き続き 1年を超えることができない。ただし，特別の事情がある場合

には，1年を超えて許可することができる。 

3 休学期間は通算して，4年(医学部医学科にあっては，6年)を超えることはできない。 

4 第 38条の規定により再入学した者の休学期間は，退学又は除籍前の休学期間と通算し，

前項に規定する期間を超えることはできない。 

(休学期間の取扱い) 

第 58条 前条に定める休学期間は，第 31条の在学期間に算入しない。 

(復学) 

第 59条 休学期間が満了した学生は，復学しなければならない。 

2 休学期間中にその理由が消滅した場合は，所属する学部の長の許可を得て復学するこ

とができる。 

3 疾病により休学した者が復学を願い出るときは，医師の診断書を添付しなければなら

ない。 

(転学) 

第 60条 他の大学へ転学しようとするときは，所定の手続により願い出て，所属する学

部の長の許可を受けなければならない。 

(留学) 

第 61条 学部において教育上有益と認めるときは，外国の大学等との協議に基づき，学

生が当該外国の大学等に留学することを認めることができる。 

2 第 50条第 2項及び第 5項の規定は，前項の規定により外国の大学等へ留学する場合に

準用する。 

3 留学に関し必要な事項は，各学部において定める。 

(退学) 
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第 62条 退学しようとする者は，理由を付して所定の手続により願い出て，所属する学

部の長の許可を受けなければならない。 

(除籍) 

第 63条 次の各号の一に該当する者は，学長が除籍する。 

(1) 授業料の納付期限を経過し，督促してもなお納付しない者 

(2) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者 

(3) 第 31条に定める在学期間を超えて，なお所定の課程を修了できない者 

(4) 第 57条第 3項に定める休学期間を超えて，なお就学できない者 

(5) 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち，免除若しくは徴収猶予が許可さ

れなかった者又はその一部の免除を許可された者で，その納付すべき入学料を所定

の期日までに納付しないもの 

(6) 入学料の徴収猶予を許可された者で，その納付すべき入学料を所定の期日までに

納付しないもの 

第 11章 賞罰 

(表彰) 

第 64条 学生として表彰に価する行為があった者は，学部長の推薦により，学長が表彰

することができる。 

(懲戒) 

第 65条 本学の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行為をした者は，学部長

の申請により国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)

の議を経て，学長が懲戒を行う。 

2 前項の懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とする。 

3 学生の懲戒に係る手続き等に関し必要な事項は，別に定める。 

第 12章 学生寄宿舎 

(学生寄宿舎) 

第 66条 本学に，学生寄宿舎を置く。 

(入舎の手続) 

第 67条 学生寄宿舎に入舎を希望する者は，所定の手続により当該寄宿舎を管理する学

部長等に願い出て許可を受けなければならない。 

2 入舎を許可された者は，別に定める学生寄宿舎に関する規程に従わなければならない。 

第 13章 科目等履修生 

(科目等履修生) 

第 68条 本学の学生以外の者で，本学が開設する一又は複数の授業科目を履修し，単位

を修得しようとする者がある場合は，選考の上，科目等履修生として入学を許可する

ことがある。 

2 科目等履修生の入学の時期は，原則として毎学期の始めとする。 
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(出願手続) 

第 69条 科目等履修生として入学を志願する者は，必要書類を提出するとともに，検定

料を納めなければならない。 

(入学許可) 

第 70 条 科目等履修生として選考に合格し，入学料を納めた者に対し，入学を許可する。 

(授業料) 

第 71条 科目等履修生は，履修しようとする授業科目の単位数に応じた額の授業料を入

学と同時に納めなければならない。 

(単位の授与) 

第 72条 科目等履修生として授業科目を履修した者に対し，試験その他当該授業の特性

に合わせた方法により学修の成果を評価し，合格の場合には，単位を与える。 

(単位修得証明書) 

第 73 条 科目等履修生には，その履修した授業科目について，別に定めるところにより，

単位修得証明書を交付する。 

(科目等履修生への規定の準用) 

第 74条 本章に定めるもののほか，科目等履修生については，本学の学生に関する規定

を準用する。 

第 14章 研究生 

(研究生) 

第 75条 本学において，特定の専門事項について研究することを志願する者があるとき

は，教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，研究生として入学を許可すること

がある。 

2 在学期間は，2年以内とし，さらに研究を続けようとする場合には，延期を願い出て

許可を受けなければならない。 

(出願資格) 

第 76条 研究生として志願することのできる者は，大学を卒業した者又は本学において

これと同等以上の学力があると認めた者とする。 

(出願手続) 

第 77条 研究生として入学を志願する者は，必要書類を提出するとともに，検定料を納

めなければならない。 

(入学許可) 

第 78条 研究生として選考に合格し，入学料を納めた者に対し，入学を許可する。 

(授業料) 

第 79条 研究生は，所定の授業料を別に定めるところにより納めなければならない。 

(研究生への規定の準用) 
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第 80条 本章に定めるもののほか，研究生については，本学の学生に関する規定を準用

する。 

第 15章 聴講生 

(聴講生) 

第 81条 本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは，教育

研究に支障のない場合に限り，選考の上，聴講生として入学を許可することがある。 

2 聴講生の入学の時期は，原則として毎学期の始めとする。 

(出願手続) 

第 82条 聴講生として入学を志願する者は，必要書類を提出するとともに，検定料を納

めなければならない。 

(入学許可) 

第 83条 聴講生として選考に合格し，入学料を納めた者に対し，入学を許可する。 

(授業料) 

第 84条 聴講生は，履修しようとする授業科目の単位数に応じた額の授業料を入学と同

時に納めなければならない。 

(聴講証明書) 

第 85条 聴講生が聴講した授業科目については，別に定めるところにより，聴講証明書

を交付する。 

(聴講生への規定の準用) 

第 86条 本章に定めるもののほか，聴講生については，本学の学生に関する規定を準用

する。 

第 16章 特別聴講学生 

(特別聴講学生) 

第 87条 他大学等(外国の大学等及び高等専門学校を含む。以下この条において同じ。)

の学生で，本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは，当該他

大学等との協議に基づき，特別聴講学生として入学を許可することがある。 

(入学の時期) 

第 88条 特別聴講学生の入学の時期は，原則として毎学期の始めとする。 

2 前項の規定にかかわらず，当該学生が外国の大学等に在学中の学生で，特別の事情が

ある場合の受入れ時期は，その都度定めることができる。 

(検定料及び入学料) 

第 89条 特別聴講学生の検定料及び入学料は，徴収しない。 

(授業料) 

第 90条 特別聴講学生の授業料の額は，聴講生の額と同額とし，履修しようとする授業

科目の単位数に応じた額を入学と同時に納めなければならない。 

(授業料の不徴収) 
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第 91条 前条の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する者を特別聴講学生として受

け入れる場合の授業料は，徴収しない。 

(1) 国立大学(国立大学法人法(平成 15年法律第 112号)に基づき設置される大学及び

短期大学をいう。)又は国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平

成 15年法律第 113号)に基づき設置される高等専門学校をいう。)の学生 

(2) 大学間相互単位互換協定(授業料の相互不徴収が規定されているものに限る。)に

基づき受け入れる公立又は私立の大学(短期大学及び高等専門学校を含む。)の学生 

(3) 学部間相互単位互換協定(授業料の相互不徴収について，あらかじめ教育研究評議

会の議を経て学長が認めたものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学の

学生 

(特別聴講学生への規定の準用) 

第 92条 本章に定めるもののほか，特別聴講学生については，本学の学生に関する規定

を準用する。 

(特別聴講学生に関する細目) 

第 93条 特別聴講学生に関し必要な事項は，別に定める。 

第 17章 外国人留学生 

(外国人留学生) 

第 94条 外国人で，我が国において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志

願する者があるときは，選考の上，外国人留学生として入学を許可することができる。 

第 95条 削除 

(協定留学生の授業料等の不徴収) 

第 96条 交流協定(授業料等の不徴収が規定されているものに限る。)に基づく外国人留

学生に係る授業料，入学料及び検定料は，徴収しない。 

(外国人留学生への規定の適用) 

第 97条 本章に定めるもののほか，外国人留学生については，本学の学生の規定を適用

する。 

第 18章 授業料，入学料，検定料及び寄宿料 

(授業料等の徴収方法) 

第 98条 授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額並びに徴収方法は，別に定める。 

(退学等の場合の授業料) 

第 99条 退学若しくは転学する者又は退学を命ぜられた者は，その期の授業料を納付し

なければならない。 

2 停学を命ぜられた者は，その期間中の授業料を納付しなければならない。 

3 授業料，入学料，検定料及び寄宿料の徴収に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学料，授業料及び寄宿料の免除及び徴収猶予) 
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第 100条 経済的理由によって納付が困難であり，かつ，学業優秀と認める場合又はその

他やむを得ない事情があると認められる場合は，入学料，授業料及び寄宿料の全部若

しくは一部を免除し，又は徴収を猶予することがある。 

2 前項に定めるもののほか，学業及び人物共に特に優秀と認められる場合は，後期分の

授業料の全部若しくは一部を免除することがある。 

3 入学料，授業料及び寄宿料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は，別に定める。 

(大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の減免) 

第 100条の 2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第 8号)第 8条に規

定する授業料等減免対象者については，入学料及び授業料の全部若しくは一部を免除

することがある。 

2 授業料等減免対象者に係る入学料及び授業料の減免に関し必要な事項は，別に定める。 

(既納の授業料等) 

第 101条 納付した授業料，入学料，検定料及び寄宿料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する場合には，納付した者の申出によ

り，当該各号に定める額を返還する。 

(1) 入学を志願したときに納付した検定料であって，2段階選抜による第 1段階目の

選抜で不合格になった者の第 2段階目の選抜に係る検定料相当額 

(2) 入学を志願したときに検定料を納付した者が，出願受付後，大学入学共通テスト

の受験科目の不足等により出願の資格がないことが判明した場合は，前号の規定に

準ずる検定料相当額 

(3) 第 34条第 1項の規定に基づき納付した検定料であって，その志願者が同条第 2項

に基づき検定料を免除された場合における検定料相当額 

(4) 入学を許可されたときに納付した授業料であって，3月 31日までに入学を辞退し

た場合における当該授業料相当額 

(5) 前期分授業料徴収の際，後期分授業料を併せて納付した者が，前期中に退学した

場合における後期分授業料相当額 

(6) 前期分授業料徴収の際，後期分授業料を併せて納付した者が，11月 1日以前に休

学を開始した場合における休学を開始する月の翌月(休学を開始する日が月の初日の

ときは，休学を開始する日の属する月)以降の授業料相当額(前期分授業料相当額を

除く。) 

(7) 前期分授業料徴収の際，後期分授業料を併せて納付した者が，前条第 2項の規定

に基づき後期分授業料の全部を免除された場合における当該免除された後期分授業

料相当額 

(8) 研究生が，在学期間の中途で退学した場合における既納授業料のうち，退学の日

の属する月の翌月以降に係る月数分の授業料相当額 
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3 第 1項の規定にかかわらず，第 100条の 2第 1項に該当し入学料及び授業料が減免さ

れた場合にあっては，当該減免相当額を返還する。 

(科目等履修生，研究生等の授業料等) 

第 102条 科目等履修生，研究生及び聴講生の授業料，入学料及び検定料の額は，別に定

める額とする。 

第 19章 通信教育，特別の課程及び公開講座 

(通信教育) 

第 103条 本学は，別に定めるところにより，通信による教育を行うことができる。 

(特別の課程) 

第 103 条の 2 本学は，本学の学生以外の者を対象とした特別の課程(以下「特別の課程」

という。)を編成し，これを修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付する

ことができる。 

2 本学は，各学部が編成する特別の課程の履修生に対し，単位を与えることができる。 

3 特別の課程に関し必要な事項は，別に定める。 

(公開講座) 

第 104条 本学は，社会人の教養を高め文化の向上に資するため，公開講座を開設するこ

とができる。 

2 前項に定めるもののほか，教育職員免許法施行規則(昭和 29年文部省令第 26号)の定

めるところにより公開講座を開設することができる。 

3 公開講座の実施その他に関し必要な事項は，公開講座を実施する学部等が別に定める。 

第 20章 補則 

(規程等への委任) 

第 105条 この学則に定めるもののほか，本学の組織，管理及び運営の細目その他本学に

関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この学則は，平成 16年 4月 7日から施行し，平成 16年 4月 1日から適用する。ただ

し，第 38条第 5項の規定は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

2 経済学部経済学科の平成 16年度及び平成 17年度における収容定員は，別表第 1収容

定員表の規定にかかわらず，附則別表第 1のとおりとする。 

3 医学部医学科の平成 16年度における収容定員は，別表第 1収容定員表の規定にかかわ

らず，附則別表第 2のとおりとする。 

4 医学部保健学科の平成 16年度及び平成 17年度における収容定員は，別表第 1収容定

員表の規定にかかわらず，附則別表第 3のとおりとする。 

5 廃止前の国立学校設置法(昭和 24年法律第 150号)に基づき設置された信州大学(以下

「旧大学」という。)の信州大学学則等を廃止する規程(平成 16年信州大学規程第 437
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号)に基づき廃止する信州大学学則(平成 7年信州大学規程第 261号。以下「旧学則」と

いう。)の規定により，旧大学に入学した学生が在学しなくなる日までの間，存続する

とされた旧大学の学科及び課程に関する旧学則の規定は，当該学生が国立大学法人法

(平成 15年法律第 112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学(以下「新

大学」という。)に在学しなくなる日までの間，平成 16年 4月 1日以後も，なおその効

力を有する。 

6 旧学則の規定により，旧大学に入学した学生が取得できる教育職員の免許状の種類に

関する旧学則の規定は，別表第 2教育職員免許状の種類の規定にかかわらず，当該学

生が新大学に在学しなくなる日までの間，平成 16年 4月 1日以後も，当該学生に対し

て，なおその効力を有する。 

附則別表第 1(附則第 2項関係) 

区分 
収容定員 

平成 16年度 平成 17年度 

経済学部 経済学科 580(40) 560(40) 

注： 収容定員欄の括弧書は，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 2(附則第 3項関係) 

区分 
収容定員 

平成 16年度 

医 学 部 医 学 科 590(15) 

注： 収容定員欄の括弧書は，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 3(附則第 4項関係) 

区分 
収 容 定 員 

平成 16年度 平成 17年度 

医 学 部 保健学科 

看護学専攻  140 220(10) 

検査技術科学専攻 74 114( 3) 

理学療法学専攻 36 56( 2) 

作業療法学専攻 36 56( 2) 

注： 収容定員欄の括弧書は，第 3年次編入分で，内数である。 

附 則(平成 16年 4月 22日平成 16年度学則第 1号) 

この学則は，平成 16年 4月 22日から施行し，平成 16年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 16年 9月 16日平成 16年度学則第 3号) 
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この学則は，平成 16年 9月 16日から施行し，平成 16年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 17年 3月 17日平成 16年度学則第 4号) 

1 この学則は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

2 経済学部経済システム法学科の平成 17 年度から平成 19 年度までにおける収容定員は，

別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 
収 容 定 員 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 

経済学部 経済システム法学科 290(20) 280(20) 270(20) 

注： 収容定員欄の括弧書は，第 3年次編入分で，内数である。 

附 則(平成 18年 2月 16日平成 17年度学則第 2号) 

この学則は，平成 18年 2月 16日から施行する。 

附 則(平成 18年 3月 16日平成 17年度学則第 4号) 

1 この学則は，平成 18年 4月 1日から施行する。 

2 平成 18年 3月 31日に在学する者の共通科目に係る部分については，この学則による

改正後の第 43条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 18年 7月 20日平成 18年度学則第 1号) 

この学則は，平成 18年 7月 20日から施行する。 

附 則(平成 18年 10月 19日平成 18年度学則第 2号) 

この学則は，平成 18年 10月 19日から施行する。 

附 則(平成 18年 12月 21日平成 18年度学則第 3号) 

この学則は，平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 19日平成 18年度学則第 6号) 

1 この学則は，平成 19年 4月 1日から施行する。 

2 平成 19年 3月 31日に在学する者については，この学則による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この学則による改正後の別表第 2教育職員免許

状の種類の項中養護学校教諭一種免許状を特別支援学校教諭一種免許状に改める規定

については，この限りでない。 

附 則(平成 19年 7月 6日平成 19年度学則第 1号) 
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この学則は，平成 19年 7月 6日から施行する。 

附 則(平成 19年 12月 26日平成 19年度学則第 2号) 

この学則は，平成 19年 12月 26日から施行する。 

附 則(平成 20年 1月 17日平成 19年度学則第 4号) 

この学則は，平成 20年 1月 17日から施行する。 

附 則(平成 20年 3月 19日平成 19年度学則第 5号) 

1 この学則は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

2 平成 20年 3月 31日に教育学部学校教育教員養成課程及び養護学校教員養成課程に在

学する者の，取得できる教育職員の免許状の種類は，この学則による改正後の別表第 2

の規定にかかわらず，なお従前の例とする。 

3 医学部医学科の平成 20年度から平成 24年度までにおける収容定員は，別表第 1収容

定員表の規定にかかわらず，附則別表第 1のとおりとする。 

4 平成 20年 3月 31日に置かれている工学部社会開発工学科は，この学則による改正後

の規定にかかわらず，同日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまで

の間，存続するものとする。この場合において，当該学科の平成 20年度から平成 22年

度までにおける収容定員は，附則別表 2のとおりとし，当該学科に在学する学生が取

得できる教育職員の免許状の種類は，なお従前の例による。 

5 工学部の平成 20年度から平成 22年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表

の規定にかかわらず，附則別表第 3のとおりとする。 

6 平成 20年 3月 31日に置かれている繊維学部応用生物科学科，繊維システム工学科，

素材開発化学科，機能機械学科，精密素材工学科，機能高分子学科及び感性工学科は，

この学則による改正後の規定にかかわらず，同日に当該学科に在学する者が当該学科

に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。この場合において，当該学科の平

成 20年度から平成 22年度までにおける収容定員は，附則別表 4のとおりとし，当該学

科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は，なお従前の例による。 

7 繊維学部先進繊維工学課程，機能機械学課程，感性工学課程，応用化学課程，材料化

学工学課程，機能高分子学課程，バイオエンジニアリング課程，生物機能科学課程及

び生物資源・環境科学課程の平成 20年度から平成 22年度までにおける収容定員は，別

表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表第 5のとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 3項関係) 

区分 
収 容 定 員 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 
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医学部 医学科 595(15) 600(10) 605(5) 610 620 

注： 収容定員欄の括弧書は，第 3年次編入分で内数である。 

附則別表第 2(附則第 4項関係) 

区    分 
収  容  定  員 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

工学部 社会開発工学科 285 190 95 

附則別表第 3(附則第 5項関係) 

区     分 
収  容  定  員 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

工学部 

機械システム工学科 320 320 323(3) 

電気電子工学科 380 380 383(3) 

土木工学科 45 90 137(2) 

建築学科 50 100 152(2) 

物質工学科 240 240 243(3) 

情報工学科 360 360 365(5) 

環境機能工学科 200 200 202(2) 

各学科共通 40 40 20 

注： 収容定員欄の括弧書は，第 3年次編入分で内数である。 

附則別表第 4(附則第 6項関係) 

区       分 
収  容  定  員 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

繊維学部 

応用生物科学科 90 60 30 

繊維システム工学科 117 78 39 

素材開発化学科 117 78 39 

機能機械学科 129 86 43 

精密素材工学科 117 78 39 

機能高分子学科 138 92 46 

感性工学科 117 78 39 

学科共通 20 20 10 

附則別表第 5(附則第 7項関係) 

区       分 収  容  定  員 
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平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

繊維学部 

先進繊維工学課程 30 60 91(1) 

機能機械学課程 30 60 91(1) 

感性工学課程 30 60 91(1) 

応用化学課程 37 74 112(1) 

材料化学工学課程 37 74 112(1) 

機能高分子学課程 36 72 110(2) 

バイオエンジニアリング課程 25 50 76(1) 

生物機能科学課程 25 50 76(1) 

生物資源・環境科学課程 25 50 76(1) 

注： 収容定員欄の括弧書は，第 3年次編入分で内数である。 

附 則(平成 20年 9月 18日平成 20年度学則第 1号) 

この学則は，平成 20年 9月 18日から施行する。 

附 則(平成 21年 3月 19日平成 20年度学則第 2号) 

1 この学則は，平成 21年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の平成 21年度から平成 29年度までにおける収容定員及び入学定員並び

に平成 30年度から平成 34年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定に

かかわらず，附則別表のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 

収  容  定  員  及  び  入  学  定  員 

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

医学

部 

医学

科 

605(1

0) 
110 615(5) 110 625 110 640 110 655 110 660 110 

区分 

収  容  定  員  及  び  入  学  定  員 

平成 27年

度 

平成 28年

度 

平成 29年

度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

平成 32

年度 

平成 33

年度 

平成 34

年度 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

医学

部 

医学

科 
660 110 660 110 660 110 650 640 630 620 610 

注： 収容定員欄の括弧書は，第 3年次編入分で内数である。 

附 則(平成 21年 5月 21日平成 21年度学則第 1号) 
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この学則は，平成 21年 5月 21日から施行し，平成 21年 4月 1日から適用する。ただ

し，第 12条第 1項の改正規定並びに第 15条及び第 24条の次にそれぞれ 1条を加える改

正規定については，平成 21年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年 3月 26日平成 21年度学則第 3号) 

1 この学則は，平成 22年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の平成 22年度から平成 31年度までにおける収容定員及び入学定員並び

に平成 32年度から平成 36年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定に

かかわらず，附則別表のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 

収  容  定  員  及  び  入  学  定  員 

平成 22年

度 

平成 23年

度 

平成 24年

度 

平成 25年

度 

平成 26年

度 

平成 27年

度 

平成 28年

度 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

医

学

部 

医

学

科 

618

(5) 
113 631 113 649 113 667 113 675 113 678 113 678 113 

区分 

収  容  定  員  及  び  入  学  定  員 

平成 29年

度 

平成 30年

度 

平成 31年

度 

平成 32

年度 

平成 33

年度 

平成 34

年度 

平成 35

年度 

平成 36

年度 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

医学

部 

医学

科 
678 113 668 103 658 103 645 632 619 606 603 

注： 収容定員欄の括弧書は，第 3年次編入分で内数である。 

附 則(平成 22年 12月 16日平成 22年度学則第 2号) 

この学則は，平成 22年 12月 16日から施行する。 

附 則(平成 23年 3月 29日平成 22年度学則第 4号) 

1 この学則は，平成 23年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の平成 23年度から平成 31年度までにおける収容定員及び入学定員並び

に平成 32年度から平成 36年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定に

かかわらず，附則別表のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 
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区分 

収  容  定  員  及  び  入  学  定  員 

平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

医学

部 

医学

科 
633 115 653 115 673 115 683 115 688 115 690 115 

区分 

収  容  定  員  及  び  入  学  定  員 

平成 29年

度 

平成 30年

度 

平成 31年

度 

平成 32

年度 

平成 33

年度 

平成 34

年度 

平成 35

年度 

平成 36

年度 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

医学

部 

医学

科 
690 115 680 105 670 105 655 640 625 610 605 

附 則(平成 24年 3月 29日平成 23年度学則第 1号) 

1 この学則は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

2 教育学部の学校教育教員養成課程，生涯スポーツ課程及び教育カウンセリング課程の

平成 24年度から平成 26年度における収容定員は，この学則による改正後の別表第 1の

規定にかかわらず，附則別表のとおりとする。 

3 平成 24年 3月 31日に教育学部の学校教育教員養成課程，特別支援学校教員養成課程

及び工学部環境機能工学科に在学する学生が取得できる教育職員免許状の種類は，こ

の学則による改正後の別表第 2の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区       分 
収  容  定  員 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

教育学部 

学校教育教員養成課程 850 860 870 

生涯スポーツ課程 115 110 105 

教育カウンセリング課程 75 70 65 

附 則(平成 25年 2月 2日平成 24年度学則第 3号) 

1 この学則は，平成 25年 4月 1日から施行する。 

2 平成 25年 3月 31日に置かれている人文学部の人間情報学科及び文化コミュニケーシ

ョン学科は，この学則による改正後の規定にかかわらず，同日に当該学科に在学する

者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。この場合において，当該学科の

平成 25年度から平成 27年度までにおける収容定員は，附則別表第 1のとおりとし，当

該学科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は，なお従前の例による。 
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3 人文学部人文学科の哲学・芸術論コース，文化情報論・社会学コース，心理学・社会

心理学コース，歴史学コース，比較言語文化コース，英米言語文化コース及び日本言

語文化コースの平成 25年度から平成 27年度までにおける収容定員は，この学則による

改正後の別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表第 2のとおりとする。 

4 医学部医学科の平成 25年度から平成 31年度までにおける収容定員及び入学定員並び

に平成 32年度から平成 36年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定に

かかわらず，附則別表第 3のとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 2項関係) 

  

区  分 
収 容 定 員 

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

人文学部 
人間情報学科 250(10) 170(10) 85(5) 

文化コミュニケーション学科 235(10) 160(10) 80(5) 

注： 収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 2(附則第 3項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

人文学部 人文学科 

哲学・芸術論コース 20 40 60 

文化情報論・社会学コース 15 30 45 

心理学・社会心理学コース 15 30 45 

歴史学コース 25 50 75 

比較言語文化コース 30 60 90 

英米言語文化コース 25 50 75 

日本言語文化コース 25 50 75 

各コース共通   5(5) 

注： 収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 3(附則第 4項関係) 

区分 

収  容  定  員  及  び  入  学  定  員  

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

医学

部 

医学

科 
678 120 693 120 703 120 710 120 715 120 
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区分 

収  容  定  員  及  び  入  学  定  員  

平成 30年度 平成 31年度 
平成 32

年度 

平成 33

年度 

平成 34

年度 

平成 35

年度 

平成 36

年度 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 
収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

医学

部 

医学

科 
710 110 700 110 680 660 640 620 610 

附 則(平成 25年 9月 19日平成 25年度学則第 1号) 

この学則は，平成 25年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 11月 21日平成 25年度学則第 2号) 

この学則は，平成 25年 11月 21日から施行し，平成 25年 11月 1日から適用する。 

附 則(平成 26年 2月 20日平成 25年度学則第 3号) 

この学則は，平成 26年 3月 1日から施行する。ただし，第 12条第 1項の改正規定は，

平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 3月 28日平成 25年度学則第 4号) 

この学則は，平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 9月 18日平成 26年度学則第 1号) 

この学則は，平成 26年 9月 18日から施行する。 

附 則(平成 26年 10月 16日平成 26年度学則第 2号) 

この学則は，平成 26年 10月 16日から施行する。 

附 則(平成 27年 1月 22日平成 26年度学則第 3号) 

1 この学則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

2 平成 27年 3月 31日に在学する者の共通教育科目の授業科目及び単位数については，

この学則による改正後の第 44条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

3 平成 27年 3月 31日に置かれている理学部の数理・自然情報科学科，物理科学科，化

学科，地質科学科，生物科学科及び物質循環学科は，この学則による改正後の規定に

かかわらず，同日に当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間，存続するもの

とする。この場合において，当該学科の平成 27年度から平成 29年度までにおける収容

定員は，附則別表第 1のとおりとし，当該学科に在学する学生が取得できる教育職員

の免許状の種類は，なお従前の例による。 
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4 理学部の数学科及び理学科の平成 27年度から平成 29年度までにおける収容定員は，

この学則による改正後の別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表第 2のとお

りとする。 

5 平成 27年 3月 31日に置かれている農学部の食料生産科学科，森林科学科及び応用生

命科学科は，この学則による改正後の規定にかかわらず，同日に当該学科に在学する

者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。この場合において，当該学科の

平成 27年度から平成 29年度までにおける収容定員は，附則別表第 3のとおりとし，当

該学科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は，なお従前の例による。 

6 農学部の農学生命科学科の平成 27年度から平成 29年度までにおける収容定員は，こ

の学則による改正後の別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表第 4のとおり

とする。 

附則別表第 1(附則第 3項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

理学部 

数理・自然情報科学科 165 110 55 

物理科学科 105 70 35 

化学科 105 70 35 

地質科学科 90 60 30 

生物科学科 90 60 30 

物質循環学科 75 50 25 

各学科共通 20(20) 20(20) 10(10) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 2(附則第 4項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

理学部 
数学科 54 108 163(1) 

理学科 151 302 456(3) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 3(附則第 5項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

農学部 食料生産科学科 186 124 62 
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森林科学科 183 122 61 

応用生命科学科 156 104 52 

各学科共通 20(20) 20(20) 10(10) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 4(附則第 6項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

農学部 農学生命科学科 170 340 516(6) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附 則(平成 27年 3月 19日平成 26年度学則第 4号) 

この学則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 9月 17日平成 27年度学則第 1号) 

この学則は，平成 27年 9月 17日から施行し，平成 28年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 28年 1月 29日平成 27年度学則第 2号) 

この学則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 3月 30日平成 27年度学則第 3号) 

1 この学則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

2 平成 28年 3月 31日に置かれている教育学部の特別支援学校教員養成課程，生涯スポ

ーツ課程及び教育カウンセリング課程は，この学則による改正後の規定にかかわらず，

同日に当該課程に在学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。この

場合において，当該課程の平成 28年度から平成 30年度までにおける収容定員は，附則

別表第 1のとおりとし，当該課程に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種

類は，なお従前の例による。 

3 教育学部の学校教育教員養成課程の平成 28年度から平成 30年度までにおける収容定

員は，この学則による改正後の別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表第 2

のとおりとし，平成 28年 3月 31日に当該課程に在学する者の取得できる教育職員の免

許状の種類は，この学則による改正後の別表第 2の規定にかかわらず，なお従前の例

による 。 

4 平成 28年 3月 31日に置かれている経済学部は，この学則による改正後の規定にかか

わらず，同日に当該学部に在学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとす

る。この場合において，当該学部の平成 28年度から平成 30年度までにおける収容定員

は，附則別表第 3のとおりとする。 
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5 経法学部の平成 28年度から平成 30年度までにおける収容定員は，この学則による改

正後の別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表第 4のとおりとする。 

6 平成 28年 3月 31日に置かれている工学部の機械システム工学科，電気電子工学科，

土木工学科，建築学科，物質工学科，情報工学科及び環境機能工学科は，この学則に

よる改正後の規定にかかわらず，同日に当該学科に在学する者が在学しなくなるまで

の間，存続するものとする。この場合において，当該学科の平成 28年度から平成 30年

度までにおける収容定員は，附則別表第 5のとおりとし，当該学科に在学する学生が

取得できる教育職員の免許状の種類は，なお従前の例による。 

7 工学部の物質化学科，電子情報システム工学科，水環境・土木工学科，機械システム

工学科及び建築学科の平成 28年度から平成 30年度までにおける収容定員は，この学則

による改正後の別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表第 6のとおりとする。 

8 平成 28年 3月 31日に置かれている繊維学部の先進繊維工学課程，感性工学課程，機

能機械学課程，バイオエンジニアリング課程，応用化学課程，材料化学工学課程，機

能高分子学課程，生物機能科学課程及び生物資源・環境科学課程は，この学則による

改正後の規定にかかわらず，同日に当該課程に在学する者が在学しなくなるまでの間，

存続するものとする。この場合において，当該課程の平成 28年度から平成 30年度まで

における収容定員は，附則別表第 7のとおりとし，当該課程に在学する学生が取得で

きる教育職員の免許状の種類は，なお従前の例による。 

9 繊維学部の先進繊維・感性工学科，機械・ロボット学科，化学・材料学科及び応用生

物科学科の平成 28年度から平成 30年度までにおける収容定員は，この学則による改正

後の別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表第 8のとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 2項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

教育学部 

特別支援学校教員養成課程 60 40 20 

生涯スポーツ課程 75 50 25 

教育カウンセリング課程 45 30 15 

附則別表第 2(附則第 3項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

教育学部 学校教育教員養成課程 900 920 940 

附則別表第 3(附則第 4項関係) 
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区  分 
収 容 定 員 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

経済学部 
経済学科 415(40) 290(40) 145(20) 

経済システム法学科 200(20) 140(20) 70(10) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 4(附則第 5項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

経法学部 
応用経済学科 100 210(10) 320(20) 

総合法律学科 80 170(10) 260(20) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 2年次編入分で，内数である。 

附則別表第 5(附則第 6項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

工学部 

機械システム工学科 246(6) 166(6) 83(3) 

電気電子工学科 291(6) 196(6) 98(3) 

土木工学科 139(4) 94(4) 47(2) 

建築学科 154(4) 104(4) 52(2) 

物質工学科 186(6) 126(6) 63(3) 

情報工学科 280(10) 190(10) 95(5) 

環境機能工学科 154(4) 104(4) 52(2) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 6(附則第 7項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

工学部 

物質化学科 95 190 289(4) 

電子情報システム工学科 170 340 517(7) 

水環境・土木工学科 60 120 183(3) 

機械システム工学科 100 200 304(4) 

建築学科 60 120 182(2) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 7(附則第 8項関係) 
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区  分 
収 容 定 員 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

繊維学部 

先進繊維工学課程 92(2) 62(2) 31(1) 

感性工学課程 92(2) 62(2) 31(1) 

機能機械学課程 92(2) 62(2) 31(1) 

バイオエンジニアリング課程 77(2) 52(2) 26(1) 

応用化学課程 113(2) 76(2) 38(1) 

材料化学工学課程 113(2) 76(2) 38(1) 

機能高分子学課程 112(4) 76(4) 38(2) 

生物機能科学課程 77(2) 52(2) 26(1) 

生物資源・環境科学課程 77(2) 52(2) 26(1) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 8(附則第 9項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

繊維学部 

先進繊維・感性工学科 65 130 197(2) 

機械・ロボット学科 60 120 182(2) 

化学・材料学科 105 210 319(4) 

応用生物科学科 50 100 152(2) 

注：収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附 則(平成 29年 3月 17日平成 28年度学則第 2号) 

この学則は，平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 6月 21日平成 29年度学則第 1号) 

1 この学則は，平成 29年 6月 21日から施行する。 

2 医学部医学科の平成 30年度から平成 31年度までにおける収容定員及び入学定員並び

に平成 32年度から平成 36年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定に

かかわらず，附則別表のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

  

区分  収容定員及び入学定員 
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平成 30年度 平成 31年度 

平成 32

年度 

 

  

平成 33

年度 

 

  

平成 34

年度 

 

  

平成 35

年度 

 

  

平成 36

年度 

 

  

収容定

員 

  

入学定

員 

  

収容定

員 

  

入学定

員 

  

収容定員 

  

収容定員 

  

収容定員 

  

収容定員 

  

収容定員 

  

医学

部  

医学

科  
715 115 710 115 695 680 665 650 640 

附 則(平成 30年 3月 28日平成 29年度学則第 2号) 

1 この学則は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の平成 30年度から平成 31年度までにおける収容定員及び入学定員並び

に平成 32年度から平成 36年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定に

かかわらず，附則別表のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 

収容定員及び入学定員 

平成 30年度 平成 31年度 

平成 32

年度 

 

  

平成 33

年度 

 

  

平成 34

年度 

 

  

平成 35

年度 

 

  

平成 36

年度 

 

  
収容定

員 

  

入学定

員 

  

収容定

員 

  

入学定

員 

  

収容定員 

  

収容定員 

  

収容定員 

  

収容定員 

  

収容定員 

  

医学

部  

医学

科  
720 120 720 120 705 690 675 660 645 

附 則(平成 30年 11月 29日平成 30年度学則第 1号) 

この学則は，平成 30年 11月 29日から施行する。 

附 則(平成 31年 3月 22日平成 30年度学則第 2号) 

この学則は，平成 31年 3月 22日から施行し，平成 30年 10月 15日から適用する。 

附 則(平成 31年 3月 28日平成 30年度学則第 3号) 

1 この学則は，平成 31年 4月 1日から施行する。 
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2 平成 31年 3月 31日に在学する者については，この学則による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則(令和元年 11月 1日令和元年度学則第 2号) 

1 この学則は，令和元年 11月 1日から施行する。 

2 平成 31年 3月 31日に在学する者については，この学則による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則(令和元年 12月 19日令和元年度学則第 3号) 

この学則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 1月 22日令和元年度学則第 4号) 

1 この学則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の令和 2年度から令和 3年度までにおける収容定員及び入学定員並びに

令和 4年度から令和 8年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定にかか

わらず，附則別表のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 

収容定員及び入学定員 

令和 2年度 令和 3年度 
令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

令和 8

年度 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

収容定

員 

医学

部 

医学

科 
720 120 720 120 705 690 675 660 645 

附 則(令和 2年 3月 27日令和元年度学則第 6号) 

この学則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 7月 16日令和 2年度学則第 1号) 

この学則は，令和 2年 7月 16日から施行する。 

附 則(令和 2年 10月 1日令和 2年度学則第 3号) 

この学則は，令和 2年 10月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 1月 28日令和 2年度学則第 4号) 

この学則は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 4月 21日令和 3年度学則第 1号) 
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1 この学則は，令和 3年 4月 22日から施行する。 

2 信州大学公開講座講習料規程(平成 16年信州大学規程第 89号)は，廃止する。 

附 則(令和 3年 12月 15日令和 3年度学則第 2号) 

この学則は，令和 3年 12月 16日から施行する。 

附 則(令和 4年 1月 26日令和 3年度学則第 3号) 

1 この学則は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の令和 4年度における収容定員及び入学定員並びに令和 5年度から令和

9年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表の

とおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 

収容定員及び入学定員 

令和 4年度 
令和 5年

度 

令和 6年

度 

令和 7年

度 

令和 8年

度 

令和 9年

度 

収容定

員 

入学定

員 
収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

医学

部 

医学

科 
720 120 705 690 675 660 645 

附 則(令和 4年 3月 30日令和 3年度学則第 6号) 

この学則は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 5月 18日令和 4年度学則第 1号) 

この学則は，令和 4年 5月 19日から施行する。 

附 則(令和 5年 2月 15日令和 4年度学則第 4号) 

この学則は，令和 5年 2月 16日から施行する。 

附 則(令和 5年 1月 27日令和 4年度学則第 3号) 

1 この学則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の令和 5年度における収容定員及び入学定員並びに令和 6年度から令和

10年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表

のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 収容定員及び入学定員 
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令和 5年度 
令和 6年

度 

令和 7年

度 

令和 8年

度 

令和 9年

度 

令和 10年

度 

収容定

員 

入学定

員 
収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

医学

部 

医学

科 
720 120 705 690 675 660 645 

附 則(令和 5年 2月 15日令和 4年度学則第 5号) 

この学則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 15日令和 4年度学則第 7号) 

この学則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 15日令和 4年度学則第 9号) 

この学則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 9月 20日令和 5年度学則第 1号) 

この学則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 10月 18日令和 5年度学則第 4号) 

この学則は，令和 6年 1月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 11月 15日令和 5年度学則第 5号) 

この学則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 11月 22日令和 5年度学則第 6号) 

この学則は，令和 5年 11月 23日から施行する。 

附 則(令和 6年 1月 29日令和 5年度学則第 7号) 

1 この学則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の令和 6年度における収容定員及び入学定員並びに令和 7年度から令和

11年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表

のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 

収容定員及び入学定員 

令和 6年度 
令和 7年

度 

令和 8年

度 

令和 9年

度 

令和 10年

度 

令和 11年

度 

収容定 入学定 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 
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員 員 

医学

部 

医学

科 
720 120 705 690 675 660 645 

附 則(令和 6年 2月 21日令和 5年度学則第 8号) 

この学則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 3月 25日令和 5年度学則第 10号) 

この学則は，令和 6年 3月 26日より施行する。ただし，第 14条を改正する規定につい

ては，令和 6年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 4月 17日令和 6年度学則第 1号) 

1 この学則は，令和 6年 4月 18日から施行し，令和 6年 4月 1日から適用する。 

2 令和 6年 3月 31日に繊維学部先進繊維・感性工学科に在学する学生が取得できる教育

職員の免許状の種類は，この学則による改正後の別表第 2の規定にかかわらず，なお

従前の例による。 

附 則(令和 7年 1月 15日令和 6年度学則第 2号) 

1 この学則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

2 再入学により令和 7年 4月 1日に在学する者の第 31条第 3項，第 38条及び第 57条第

4項の適用については，この学則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

附 則(令和 7年 1月 31日令和 6年度学則第 4号) 

1 この学則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の令和 7年度における収容定員及び入学定員並びに令和 8年度から令和

12年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表

のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 

収容定員及び入学定員 

令和 7年度 
令和 8年

度 

令和 9年

度 

令和 10年

度 

令和 11年

度 

令和 12年

度 

収容定

員 

入学定

員 
収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

医学

部 

医学

科 
720 120 705 690 675 660 645 
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附 則(令和 7年 3月 18日令和 6年度学則第 7号) 

この学則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 7年 3月 27日令和 6年度学則第 8号) 

この学則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 7年 6月 26日令和 7年度学則第 1号) 

この学則は，令和 7年 6月 27日から施行し，令和 7年 4月 1日から適用する。 

附 則(令和 8年 1月 28日令和 7年度学則第 2号) 

1 この学則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 医学部医学科の令和 8年度における収容定員及び入学定員並びに令和 9年度から令和

13年度までにおける収容定員は，別表第 1収容定員表の規定にかかわらず，附則別表

のとおりとする。 

附則別表(附則第 2項関係) 

区分 

収容定員及び入学定員 

令和 8年度 
令和 9年

度 

令和 10年

度 

令和 11年

度 

令和 12年

度 

令和 13年

度 

収容定

員 

入学定

員 
収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

医学

部 

医学

科 
720 120 705 690 675 660 645 

附 則(令和 8年 3月 25日令和 7年度学則第 4号) 

1 この学則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 令和 8年 3月 31日に置かれている工学部の物質化学科，電子情報システム工学科，水

環境・土木工学科，機械システム工学科及び建築学科は，この学則による改正後の規

定にかかわらず，同日に当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間，存続する

ものとする。この場合において，当該学科の令和 8年度から令和 10年度までにおける

収容定員は，附則別表第 1のとおりとし，当該学科に在学する学生が取得できる教育

職員の免許状の種類は，なお従前の例による。 

3 工学部の工学科の令和 8年度から令和 10年度までにおける収容定員は，別表第 1収容

定員表にかかわらず，附則別表第 2のとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 2項関係) 

区  分 収 容 定 員 
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令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 

工学部 

物質化学科 293（8） 198（8） 99（4） 

電子情報システム工学科 524（14） 354（14） 177（7） 

水環境・土木工学科 186（6） 126（6） 63（3） 

機械システム工学科 308（8） 208(8) 104(4) 

建築学科 184（4） 124（4） 62（2） 

注： 収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

附則別表第 2(附則第 3項関係) 

区  分 
収 容 定 員 

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 

工学部 工学科 485 970 1,475(20) 

注： 収容定員欄の括弧書きは，第 3年次編入分で，内数である。 

別表第 1(第 11条関係) 

収容定員表 

区分 収容定員 入学定員 編入学定員 

人文学部 人文学科 哲学・芸術論コース 80 20   

文化情報論・社会学コース 60 15   

心理学・社会心理学コース 60  15   

歴史学コース 100 25   

比較言語文化コース 120 30   

英米言語文化コース 100 25   

日本言語文化コース 100 25   

各コース共通 10 (10)   5 

計 630(10) 155 5 

教育学部 学校教育教員養成課程 960 240   

計 960 240   

経法学部 応用経済学科 430(30) 100 10※ 

総合法律学科 350(30) 80 10※ 

計 780(60) 180 20※ 

理学部 数学科 218(2) 54 1 

理学科 610(6) 151 3 

計 828(8) 205 4 

医学部 医学科 630 105   

保健学科 看護学専攻 300(20) 70 10 
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検査技術科学専攻 154(6) 37 3 

理学療法学専攻 76(4) 18 2 

作業療法学専攻 76(4) 18 2 

計 1,236(34) 248 17 

工学部 工学科 1,980(40) 485 20 

計 1,980(40) 485 20 

農学部 農学生命科学科 692(12) 170 6 

計 692(12) 170 6 

繊維学部 先進繊維・感性工学科 264(4) 65 2 

機械・ロボット学科 244(4) 60 2 

化学・材料学科 428(8) 105 4 

応用生物科学科 204(4) 50 2 

計 1,140(20) 280 10 

合計 8,246(184) 1,963 82 

備考  

1 収容定員欄の括弧書は，編入分で，内数である。 

2 編入学定員のうち，※を付したものは第 2年次編入であり，無印のものは第 3

年次編入である。 

別表第 2(第 56条関係) 

教育職員免許状の種類 

学部

名 
学科名等 

教育職員免許状

の種類 
免許教科又は特別支援教育領域 

人文

学部 

人文

学科 

哲学・芸術

論コース 

高等学校教諭一

種免許状 

公民 

歴史学コー

ス 

中学校教諭一種

免許状 

社会 

高等学校教諭一

種免許状 
地理歴史 

英米言語文

化コース 

中学校教諭一種

免許状 

英語 

高等学校教諭一

種免許状 

英語 

日本言語文

化コース 

中学校教諭一種

免許状 

国語 

高等学校教諭一

種免許状 

国語 

教育 学校教育教員養成 幼稚園教諭一種   
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学部 課程 免許状 

小学校教諭一種

免許状 

  

中学校教諭一種

免許状 

国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保

健体育，技術，家庭，英語 

高等学校教諭一

種免許状 

国語，地理歴史，公民，数学，理科，音

楽，美術，保健体育，家庭，英語 

特別支援学校教

諭一種免許状 

知的障害者，肢体不自由者，病弱者 

理学

部 

数学科 中学校教諭一種

免許状 

数学 

高等学校教諭一

種免許状 

数学 

理学科 中学校教諭一種

免許状 

理科 

高等学校教諭一

種免許状 

理科 

工学

部 

工学科 中学校教諭一種

免許状 

数学、理科 

高等学校教諭一

種免許状 

数学，理科，情報，工業 

農学

部 

農学生命科学科 中学校教諭一種

免許状 

理科 

高等学校教諭一

種免許状 

理科，農業 

繊維

学部 

先進繊維・感性工

学科 

中学校教諭一種

免許状 
理科 

高等学校教諭一

種免許状 
理科 

機械・ロボット学

科 

中学校教諭一種

免許状 
理科 

高等学校教諭一

種免許状 
理科，工業 

化学・材料学科 中学校教諭一種

免許状 
理科 

高等学校教諭一

種免許状 
理科 

応用生物科学科 中学校教諭一種

免許状 
理科 

高等学校教諭一 理科 
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種免許状 
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○信州大学工学部規程 

(平成 16年 4月 1日信州大学規程第 57号) 

改正 平成 17年 3月 17日平成 16年度規程第 53号 平成 18年 3月 30日平成 17年度規程第 89号 

平成 19年 3月 8日平成 18年度規程第 80号 平成 20年 3月 19日平成 19年度規程 67号 

平成 21年 3月 19日平成 20年度規程第 77号 平成 22年 3月 18日平成 21年度規程第 75号 

平成 23年 3月 17日平成 22年度規程第 65号 平成 24年 3月 15日平成 23年度規程第 46号 

平成 25年 3月 27日平成 24年度規程第 65号 平成 26年 3月 19日平成 25年度規程第 51号 

平成 27年 3月 19日平成 26年度規程第 70号 平成 28年 2月 18日平成 27年度規程第 53号 

平成 29年 03月 28日平成 28年度規程第 99号 平成 30年 3月 20日平成 29年度規程第 111号 

平成 31年 3月 22日平成 30年度規程第 83号 令和 2年 3月 19日令和元年度規程第 187号 

令和 3年 3月 17日令和 2年度規程第 136号 令和 4年 3月 16日令和 3年度規程第 111号 

令和 5年 3月 15日令和 4年度規程第 146号 令和 6年 3月 7日令和 5年度規程第 89号 

令和 7年 2月 19日令和 6年度規程第 195号 令和 8年 3月 25日令和 7年度規程第 127号 
 

目次 

第 1章 総則(第 1条－第 3条の 3) 

第 2章 教育課程及び履修(第 4条－第 12条) 

第 3章 休業日(第 13条) 

第 4章 成績の評定(第 14条－第 21条) 

第 5章 学位の授与(第 22条) 

第 6章 休学(第 23条) 

第 7章 科目等履修生(第 24条) 

第 8章 聴講生(第 25条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 本学部は，信州大学学則(平成 16年信州大学学則第 1号。以下「学則」とい

う。)第 1 条に則り，工学及びこれに関連する専門分野の教育，研究を行うものとする。 

(趣旨) 

第 2条 本学部に関する事項は，学則に定めるもののほか，この規程による。 

2 学則及びこの規程に特別の定めのある場合のほかは，学部長が定める。 

(学科及びコース) 

第 3条 本学部に，次の学科及びコースを置く。 

工学科 先鋭融合コース 

応用化学コース 
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環境・エネルギー材料コース 

水環境・土木コース 

電気電子コース 

機械物理コース 

知能機械コース 

建築学コース 

情報サイエンスコース 

情報デザインコース 

(部門) 

第 3条の 2 本学部に，次の部門を置く。 

工学基礎部門 

(共同研究講座) 

第 3条の 3 本学部に，次の共同研究講座を置く。 

航空機システム共同研究講座 

第 2章 教育課程及び履修 

(教育課程) 

第 4条 本学部における教育課程は，共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目並びに

専門科目をもって編成する。 

(教育課程の履修) 

第 5条 授業科目を，必修科目及び選択科目に分ける。 

2 共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目を除く授業科目及びその単位数は，別表

第 1に掲げるとおりとする。 

3 授業科目の履修に関し必要な事項は，別に定める。 

(卒業要件) 

第 6条 卒業に必要な授業科目の単位数は，別表第 2のとおりとする。 

第 7条 学則第 49条の規定により，他の学部の授業科目を履修した場合，10単位まで卒

業に必要な単位に算定することができる。 

第 8条 削除 

(単位の計算方法) 

第 9条 授業科目の単位の計算方法は，1単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，その授業による教育効果，

授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準によるものとする。 

(1) 講義については，15時間の授業をもって 1単位とする。 

(2) 演習については，15時間から 30時間までの範囲の授業をもって 1単位とする。 

(3) 実験，実習及び実技については，30時間から 45時間までの範囲の授業をもって 1

単位とする。 
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2 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち 2以上の方法の併用

により行う場合については，その組み合わせに応じ，前項各号に規定する基準により

算定した時間の授業をもって 1単位とする。 

3 前 2項の規定にかかわらず，卒業研究については，これに必要な学修等の成果を考慮

して，単位数を定める。 

(履修の手続) 

第 10条 学生は，学期の始めに，履修しようとする授業科目及びその単位数を担当教員

に届け出なければならない。 

(他の大学又は外国の大学における履修等) 

第 11条 学則第 50条第 1項の規定により他の大学の授業科目を履修しようとする者又は

学則第 61条第 1項の規定により外国の大学に留学しようとする者は，所定の様式によ

り，学部長に願い出て，許可を受けるものとする。 

(在学期間の通算) 

第 12条 前条の規定により許可を受けて他の大学又は外国の大学に在学した期間は，教

授会の議を経て，本学部の在学期間に算入する。 

第 3章 休業日 

(休業日) 

第 13条 学則第 28条第 1項に定める休業日のうち，春季，夏季及び冬季の各休業日は，

次のとおりとする。ただし，必要により変更することがある。 

春季休業日  2月上旬から 4月上旬まで 

夏季休業日  8月上旬から 9月下旬まで 

冬季休業日  12月下旬から翌年 1月上旬まで 

第 4章 成績の評定 

(成績の評定) 

第 14条 単位の授与は，学則第 47条の規定に基づき行うものとする。 

(他の大学又は外国の大学において修得した単位の認定等) 

第 15条 第 11条の規定により他の大学又は外国の大学において修得した単位は，審査の

上，これを認定する。 

2 前項の規定は，学則第 50条第 3項の規定による休学により学生が外国の大学において

履修した授業科目について修得した単位について準用する。 

3 前 2項の規定により認定した単位は，60単位を超えない範囲で，本学部の卒業に必要

な単位に算入することができる。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 16条 学則第 51条の規定による学修を本学部における授業科目の履修とみなし与える

単位の取扱いについては，教授会の定めるところによる。 

49



2 前項の規定により，与えることのできる単位数については，前条の規定により認定し

た単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

3 第 1項の規定により，単位を受けようとする者は，所定の手続により，学部長に願い

出なければならない。 

(入学前の既修得単位等の取扱い) 

第 17条 学則第 52条の規定による修得したものとみなす単位又は単位の授与については，

教授会の定めるところにより，これを行う。 

2 前項の規定により，修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数について

は，再入学，転入学及び編入学の場合を除き，本学部において修得した単位以外のも

のについては，第 15条の規定により修得したものとみなす単位数及び前条の規定によ

り与えることのできる単位数と合わせて 60単位までとする。 

3 第 1項の規定により，単位を受けようとする者は，所定の様式により，学部長に願い

出なければならない。 

(試験) 

第 18条 試験は，各学期末に行うことを原則とする。 

2 筆答による試験は，あらかじめ日時を公表して行う。 

(成績の評価) 

第 19条 成績の評価は，学則第 48条の規定に基づき行うものとする。 

第 20条 削除 

(卒業研究) 

第 21条 卒業研究は，原則として本学部に 3年以上在学し，所定の単位を修得した者に

ついて行わせる。 

第 5章 学位の授与 

(学位の授与) 

第 22条 本学部を卒業した者には，学士の学位を授与する。 

2 学士に付記する専攻分野の名称は，工学とする。 

第 6章 休学 

(休学) 

第 23条 学則第 57条第 1項の規定により病気のため休学を願い出る場合は，医師の診断

書を添えなければならない。 

第 7章 科目等履修生 

(科目等履修生) 

第 24条 科目等履修生として入学を志願し得る者は，学則第 33条各号の一に該当する者

とする。 

2 学則及び本規程に定めるもののほか，科目等履修生に関する事項については，別に定

める。 
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第 8章 聴講生 

(聴講生) 

第 25条 聴講生として入学を志願し得る者は，学則第 33条各号の一に該当する者とする。 

2 在学期間は，当該年度において聴講しようとする授業科目が開設されている期間とす

る。 

附 則 

1 この規程は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

2 廃止前の国立学校設置法(昭和 24年法律第 150号)に基づき設置された信州大学(以下

「旧大学」という。)の信州大学学則等を廃止する規程(平成 16年信州大学規程第 437

号)に基づき廃止する信州大学工学部規程(昭和 31 年信州大学規程第 31 号)の教育課程，

履修方法，卒業，学位その他平成 16年 3月 31日に旧大学の工学部に在学する者(以下

「既在学生」という。)に関する規定は，既在学生が国立大学法人法(平成 15年法律第

112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学の工学部に在学しなくなる

までの間，この規程施行後も，既在学生に対して，なおその効力を有する。 

3 別表第 1専門科目の項中学外特別講義，学外特別講義第 1，学外特別講義第 2，学外特

別講義第 3，ライフサイクルアセスメント，曲面の数理の規定については，既在学生に

適用する。 

附 則(平成 17年 3月 17日平成 16年度規程第 53号) 

1 この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

2 平成 17年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1専門科目の項

中解析力学，学外特別講義第 1，学外特別講義第 2及び環境内部監査実務を加える規定

については，この限りでない。 

附 則(平成 18年 3月 30日平成 17年度規程第 89号) 

1 この規程は，平成 18年 4月 1日から施行する。 

2 平成 18年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1専門科目の項

中労働安全及び植物系材料を加える規定並びに環境マネジメントシステム及び環境マ

ネジメントインターンシップの改正規定ついては，この限りでない。 

附 則(平成 19年 3月 8日平成 18年度規程第 80号) 

1 この規程は，平成 19年 4月 1日から施行する。 

2 平成 19年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1専門科目の項
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中制御工学演習，機械システム応用数学 I，機械システム応用数学 II，環境内部監査実

務，自然エネルギー利用学，金属材料，Chemistry，地域環境演習及びリサイクルを加

える規定については，この限りでない。 

附 則(平成 20年 3月 19日平成 19年度規程 67号) 

1 この規程は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

2 平成 20年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の第 9条，第 14条及び別

表第 1専門科目の項中経営工学，現代技術論，地域環境演習及び応用電気化学を加え

る規定については，この限りでない。 

附 則(平成 21年 3月 19日平成 20年度規程第 77号) 

1 この規程は，平成 21年 4月 1日から施行する。 

2 平成 21年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1専門科目の項

中経営工学，現代技術論及び地域環境演習を加える規定については，この限りでない。 

附 則(平成 22年 3月 18日平成 21年度規程第 75号) 

1 この規程は，平成 22年 4月 1日から施行する。 

2 平成 22年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1専門科目の項

中環境政策概論を加える規定については，この限りでない。 

附 則(平成 23年 3月 17日平成 22年度規程第 65号) 

1 この規程は，平成 23年 4月 1日から施行する。 

2 平成 23年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1専門科目の項

中ロボット工学，熱流体数値計算法，環境経済学，生物化学演習及び地域環境演習 II

を加える規定については，この限りでない。 

附 則(平成 24年 3月 15日平成 23年度規程第 46号) 

1 この規程は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

2 平成 24年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1専門科目の項

中コロイド・界面化学，自然エネルギー利用学(水力・風力)，自然エネルギー利用学

(太陽)，自然エネルギー利用学(地熱・バイオマス)及び環境政策概論を加える規定並び
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に同表教職関係科目の項中現代社会と子どもの学習の区分を教科又は教職に関する科

目とする規定については，この限りでない。 

3 前項の規定が適用される者のうち，平成 23年 4月 1日に機械システム工学科に入学し

た者については，前項に規定するほか，この規程による改正後の別表第 1専門科目の

項中熱力学第 1，材料力学演習，機械力学演習，流体力学演習，制御工学演習及び熱力

学演習を加える規定並びに別表第 2の卒業に必要な単位数を改める規定については，

この規程の施行の日から適用する。 

附 則(平成 25年 3月 27日平成 24年度規程第 65号) 

1 この規程は，平成 25年 4月 1日から施行する。 

2 平成 25年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規程にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1の二 教職関

係科目の表中，発達心理学概論，教育社会学概論，教育方法特論，カウンセリング概

論，ノーマライゼーションとバリアフリー及び障害児早期療育論を加える規定につい

ては，この限りではない。 

附 則(平成 26年 3月 19日平成 25年度規程第 51号) 

1 この規程は，平成 26年 4月 1日から施行する。 

2 平成 26年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1専門科目の項

中アルゴリズム概論，建築心理，ビジネスと環境を加える規定並びに自然エネルギー

利用学(水力，風力)，自然エネルギー利用学(太陽)及び自然エネルギー利用学(地熱・

バイオマス)を自然エネルギー利用学とする規定については，この限りでない。 

附 則(平成 27年 3月 19日平成 26年度規程第 70号) 

1 この規程は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

2 平成 27年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1専門科目の項

中現代天文学を加える規定については，この限りでない。 

附 則(平成 28年 2月 18日平成 27年度規程第 53号) 

1 この規程は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

2 平成 28年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1の二 教職関

係科目の表中，障害の理解と支援を加える規定については，この限りでない。 

附 則(平成 29年 03月 28日平成 28年度規程第 99号) 
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この規程は，平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 3月 20日平成 29年度規程第 111号) 

この規程は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 31年 3月 22日平成 30年度規程第 83号) 

1 この規程は，平成 31年 4月 1日から施行する。 

2 平成 31年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則(令和 2年 3月 19日令和元年度規程第 187号) 

1 この規程は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

2 令和 2年 3月 31日に在学する者については，この規程の改正後の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則(令和 3年 3月 17日令和 2年度規程第 136号) 

1 この規程は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

2 令和 3年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

附 則(令和 4年 3月 16日令和 3年度規程第 111号) 

1 この規程は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

2 令和 4年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第１専門科目の項中 E

nglish for Engineering及び先端産業論を加える規定については，この限りでない。 

附 則(令和 5年 3月 15日令和 4年度規程第 146号) 

1 この規程は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 令和 5年 3月 31日に在学する者の別表第１及び別表第２の適用については，この規程

による改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。ただし，この規程による改

正後の別表第１専門科目の項中，先端産業論（エプソン工学），先端産業論（ASPINA

特別講義），先端産業論（SHINKO半導体 JISSO工学），データサイエンス基礎，データ

エンジニアリング基礎及びＡＩ基礎を加える規定については，この限りでない。 

附 則(令和 6年 3月 7日令和 5年度規程第 89号) 

1 この規程は，令和 6年 4月 1日から施行する。ただし，第 11条を改正する規定につい

ては令和 6年 1月 1日から適用する。 
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2 令和 6年 3月 31日に在学する者の別表第 1の適用については，この規程による改正後

の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 7年 2月 19日令和 6年度規程第 195号) 

1 この規程は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

2 令和 7年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。ただし，この規程による改正後の別表第 1 専門科目の項中，

先端産業論（多摩川精機モビリティ工学）を加える規程については，この限りではな

い。 

附 則(令和 8年 3月 25日令和 7年度規程第 127号) 

1 この規程は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 令和 8年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

別表第 1(第 5条関係) 

授業科目及び単位数 

一 専門科目 

授業科目 単位数 

技術者倫理 1 

量子物理 2 

宇宙思考 2 

特許実務概論 2 

航空機システム概論 2 

English for Engineers 2 

先端産業論（エプソン工学） 1 

先端産業論（ASPINA特別講義） 1 

先端産業論（SHINKO半導体 JISSO工学） 1 

先端産業論（多摩川精機モビリティ工学） 1 

物質化学概論 1 

電気電子工学概論 1 

水環境・土木工学概論 1 

機械システム概論 1 

建築学概論 1 

情報数理・融合システム概論 1 

ＤＳ・ＤＥ基礎 1 

ＡＩ基礎 1 
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先鋭融合ゼミナール 2 

先鋭融合イノベーション論 1 

融合研究探究 1 

融合研究ゼミナール (プレ卒研) 4 

応用化学ゼミナール 2 

応用数学Ⅰ 2 

応用数学Ⅱ 2 

応用数学Ⅲ 2 

確率・統計 2 

電磁気学 2 

統計熱力学 2 

物理学実験 1 

物理化学Ⅰ 2 

物理化学Ⅱ 2 

物理化学Ⅲ 2 

無機化学Ⅰ 2 

無機化学Ⅱ 2 

無機化学Ⅲ 2 

有機化学Ⅰ 2 

有機化学Ⅱ 2 

有機化学Ⅲ 2 

分析化学Ⅰ 2 

分析化学Ⅱ 2 

生物化学Ⅰ 2 

化学工学Ⅰ 2 

量子化学 2 

高分子化学 2 

基礎化学実験 1 

物理化学・無機化学実験 1 

有機化学・生物化学実験 1 

環境・エネルギー材料実験 1 

応用化学実験 1 

総合演習 1 

マテリアルズインフォマティクス演習 1 

生物化学Ⅱ 2 

コロイド・界面化学 2 

電気化学 2 
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無機材料化学 2 

有機機器分析 2 

化学工学Ⅱ 2 

応用生物化学 2 

無機機器分析 2 

生物工学 2 

光化学 2 

無機材料物性 2 

触媒化学 2 

化粧品科学 2 

応用電気化学概論 2 

蓄電材料化学概論 2 

無機材料工学概論 2 

結晶材料概論 2 

制約ナノ空間概論 2 

環境光化学概論 2 

ソーラー水素概論 2 

分子集合体化学概論 2 

コロイド材料化学概論 2 

有機合成化学概論 2 

吸着・触媒化学概論 2 

分光学概論 2 

酵素化学概論 2 

バイオ機能工学概論 2 

応用化学演習 1 

環境・エネルギー材料ゼミナール 2 

環境・エネルギー材料演習 1 

水の化学 2 

ナノ結晶材料 2 

水環境・土木ゼミナール 2 

解析力学 2 

水環境・土木工学基礎 2 

基礎水理学 2 

基礎水理学演習 1 

応用水理学 2 

土の力学 2 

土の力学演習 1 
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構造力学 2 

構造力学演習 1 

計画数理 2 

計画数理演習 1 

総合演習 1 

材料基礎 2 

水保全工学 2 

水環境化学 2 

水文・水資源学 2 

空間情報学 2 

地盤の力学 2 

構造解析学 2 

土木計画学 2 

水環境分析 2 

水資源分離材料科学 2 

水処理工学 2 

環境エネルギ－工学 2 

上下水道工学 2 

防災システム論 2 

水環境実験 1 

土木実験 1 

環境デバイス科学 2 

環境材料科学 2 

地圏環境学 2 

河川・海岸工学 2 

都市計画 2 

交通工学 2 

空間情報実習 1 

土木材料学 2 

地盤工学 2 

鋼構造・橋梁工学 2 

コンクリート工学 2 

地震・耐震工学 2 

環境概論 2 

水資源分離膜技術 2 

電気電子ゼミナール 2 

基礎電気電子回路 2 
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電気物理 2 

半導体・電力工学概論 2 

基礎論理回路 2 

電気回路Ⅰ 3 

電気磁気学Ⅰ 3 

電気回路Ⅱ 3 

電気磁気学Ⅱ 3 

電気電子実験基礎 2 

電子回路 3 

電気電子実験Ⅰ 2 

電気電子特別講義 2 

電気電子実験Ⅱ 2 

電気電子計測 2 

電気電子材料 2 

電子物性Ⅰ 2 

半導体工学Ⅰ 2 

自動制御 2 

電気機器Ⅰ 2 

半導体工学Ⅱ 2 

電力工学Ⅰ 2 

センサ工学 2 

電気電子技術入門 2 

電子物性Ⅱ 2 

誘電体・磁性体工学 2 

ＬＳＩ工学 2 

パワーエレクトロニクス 2 

電気機器Ⅱ 2 

電力工学Ⅱ 2 

プログラミング言語Ⅰ 2 

ディジタル通信システム 2 

通信工学 2 

電磁波工学 2 

電波法規 2 

電気電子設計製図 2 

電気法規 2 

機械物理ゼミナール 2 

力学演習 1 
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機械設計製図Ⅰ 1 

機械設計製図Ⅱ 1 

機械加工実習 1 

機械工学実験 1 

プログラミング基礎 2 

材料力学演習 1 

機械力学演習 1 

熱力学演習 1 

流体力学演習 1 

制御工学演習 1 

力学Ⅱ 2 

工業数学Ⅰ 2 

工業数学Ⅱ 2 

材料力学Ⅰ 2 

機械力学Ⅰ 2 

熱力学Ⅰ 2 

流体力学Ⅰ 2 

制御工学Ⅰ 2 

工業材料学Ⅰ 2 

材料加工学 2 

機械設計 2 

計測工学 2 

材料力学Ⅱ 2 

機械力学Ⅱ 2 

熱力学Ⅱ 2 

流体力学Ⅱ 2 

制御工学Ⅱ 2 

数値計算プログラミング 2 

工業材料学Ⅱ 2 

材料強度学 2 

振動解析 2 

塑性力学 2 

固体力学基礎 2 

熱流体シミュレーション工学 2 

ターボ機械 2 

伝熱工学 2 

航空宇宙流体力学 2 
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機械物理プロジェクトⅠ 2 

機械物理プロジェクトⅡ 2 

機械物理先端講義Ⅰ 2 

機械物理先端講義Ⅱ 2 

知能機械ゼミナール 2 

知能機械演習 2 

ロボット工学 2 

メカトロニクスⅠ 2 

メカトロニクスⅡ 2 

知能機械プロジェクトⅠ 2 

知能機械プロジェクトⅡ 2 

知能機械先端講義Ⅰ 2 

知能機械先端講義Ⅱ 2 

建築ゼミナール 2 

建築計画 2 

日本建築史 2 

保存再生論 2 

建築環境工学Ⅰ 2 

建築設備Ⅰ 2 

建築構造力学Ⅰ 2 

建築構造力学Ⅱ 2 

鉄筋コンクリート構造 2 

建築材料 2 

建築構造材料実験 1 

建築設計概論 2 

建築設計製図基礎 2 

建築設計製図Ⅰ 2 

建築設計製図Ⅱ 2 

建築環境工学実験 1 

建築構法 2 

西洋建築史 2 

建築環境工学Ⅱ 2 

建築設備Ⅱ 2 

建築エネルギーマネジメント 2 

建築環境工学Ⅱ演習 1 

建築構造力学Ⅰ演習 1 

建築構造力学Ⅱ演習 1 
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鋼構造 2 

木質構造 2 

建築耐震設計 2 

現代デザイン学 2 

現代デザイン学演習 1 

建築施工 2 

建築法規 1 

都市計画史 2 

建築設備演習 1 

建築設計製図Ⅲ 2 

建築設計製図Ⅳ 2 

建築設計製図Ⅴ 2 

インタラクションデザイン学 2 

インタラクションデザイン学演習 1 

近代建築史 2 

建築環境工学Ⅰ演習 1 

サステナブルデザイン 2 

デザイン心理 2 

情報サイエンスゼミナール 2 

基礎数学 2 

数理決定概論 2 

計算科学基礎 2 

情報サイエンス実験Ⅰ 2 

論理回路設計 2 

プログラミング言語Ⅱ 2 

情報サイエンス実験Ⅱ 2 

情報数理特別講義 2 

情報サイエンス実験Ⅲ 2 

アルゴリズム基礎 3 

情報数学 2 

アルゴリズムとデータ構造 2 

オートマトンと言語理論 3 

信号処理 2 

形式的システムモデリング 2 

情報理論 2 

数理論理 2 

数値計算 3 
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コンピュータネットワーク 2 

分散コンピューティング 3 

オペレーティングシステム 2 

プログラミング言語論 3 

応用プログラミング言語 3 

人工知能 2 

画像処理 3 

待ち行列理論 2 

最適化 3 

符号理論 2 

情報セキュリティ 2 

ソフトウェア工学 3 

言語処理系 3 

データベース 3 

メディアプログラミング 2 

データマイニング 2 

ヒューマンコンピュータインタラクション 3 

情報デザインゼミナール 2 

情報デザイン実験Ⅰ 2 

情報デザイン実験Ⅱ 2 

情報デザイン実験Ⅲ 2 

コンピュータアーキテクチャⅠ 2 

コンピュータアーキテクチャⅡ 2 

組込システム 3 

コンピュータ・デバイス 3 

卒業研究 10 

学外特別講義Ⅰ 2 

学外特別講義Ⅱ 2 

学外特別実習 1 

ボランティア特別実習Ⅰ 1 

ボランティア特別実習Ⅱ 1 

生物学実験 1 

地学実験 1 

物理学概論 1 

化学概論 1 

生物学概論 1 

地学概論 1 
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職業指導 2 

二 教職関係科目 

区分 授業科目 
単位

数 
備考 

教育の基礎的理解に

関する科目等 

教職論 2 卒業に必要な単位に算入する

ことはできない。 教育学概論 2 

発達と教育 2 

発達心理学概論 1 

特別支援教育の理論と実践 1 

教育方法論 1 

特別活動の理論と実践 1 

道徳教育の理論と実践 2 

工業科指導法 4 

数学科指導法Ⅰ 2 

数学科指導法Ⅱ 2 

数学科指導法Ⅲ 2 

数学科指導法Ⅳ 2 

情報科指導法 4 

理科指導法Ⅰ 2 

理科指導法Ⅱ 2 

理科指導法Ⅲ 2 

理科指導法Ⅳ 2 

生徒指導の理論と実践 2 

教育相談の理論と実践 2 

教育相談特論 2 

教育実習事前・事後指導 1 

中等基礎教育実習 4 

高等学校教育実習 2 

教職実践演習 2 

教育の思想と歴史 2 

教育の制度と経営 2 

教育課程の編成法 1 

学校教育と情報 2 

教育方法特論 1 

進路指導・キャリア教育の理

論と実践 
1 

総合的な学習の時間の指導法 1 
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現代社会と教育問題 2 

教育臨床基礎演習 1 

教育臨床応用演習 1 

教育臨床総合演習 1 

情報通信技術を活用した教育

の理論及び方法 
1 

生涯学習概論 2 

三 博物館に関する科目 

授業科目 
単位

数 
備考 

生涯学習概論※ 2 卒業に必要な単位に算入することはできない。 

博物館概論 2 

博物館経営論 2 

博物館資料論 2 

博物館資料保存論 2 ※生涯学習概論は教職科目としても算入することができ

る。 博物館展示論 2 

博物館教育論 2 

博物館情報・メディア

論 
2 

博物館実習Ⅰ 1 

博物館実習Ⅱ 1 

博物館実習Ⅲ 1 

別表第 2(第 6条関係) 

卒業に必要な単位数 

科目区分 卒業に必要な単位数 

共通教育科目 

基盤系 

リテラシー 2 

統計，科学史又は現代社会論 2 

健康 1 

英語 4 

教養系 12 

専門基礎系 
英語 4 

基礎科学 10 

小計 35 

日本語・日本事情教育科目 ＊ 

専門科目 89 

合計 124 
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＊： 外国人留学生が，日本語・日本事情教育科目を履修し，修得した単位について

は，教養系又は英語（基盤系又は専門基礎系）の卒業に必要な単位に算入すること

ができる。 
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○信州大学共通教育の実施に関する要項 

(平成 16年 4月 1日信州大学要項第 14号) 

改正 平成 17年 3月 31日平成 16年度要項第 11号 平成 18年 3月 30日平成 17年度要項第 11号 

平成 20年 3月 19日平成 19年度要項第 13号 平成 23年 3月 17日平成 22年度要項第 7号 

平成 24年 2月 16日平成 23年度要項第 6号 平成 25年 2月 21日平成 24年度要項第 8号 

平成 26年 2月 20日平成 25年度要項第 8号 平成 27年 2月 19日平成 26年度要項第 2号 

平成 28年 2月 18日平成 27年度要項第 6号 平成 29年 3月 17日平成 28年度要項第 8号 

平成 30年 3月 20日平成 29年度要項第 13号 平成 31年 3月 22日平成 30年度要項第 9号 

令和 2年 2月 20日令和元年度要項第 38号 令和 4年 2月 16日令和 3年度要項第 18号 

令和 5年 2月 15日令和 4年度要項第 9号 令和 5年 3月 29日令和 4年度要項第 28号 

令和 6年 2月 21日令和 5年度要項第 9号 令和 6年 9月 18日令和 6年度要項第 9号 

令和 7年 1月 31日令和 6年度要項第 15号 令和 8年 1月 20日令和 7年度要項第 12号 

令和 8年 3月 3日令和 7年度要項第 13号 
 

第 1 趣旨 

信州大学(以下「本学」という。)における共通教育(各学部が編成する教育課程のう

ち，本学学生に対する教養教育及び基礎教育について，全学協力体制のもとに，全学

共通に行う教育をいう。)の実施に関しては，この要項の定めるところによる。 

第 2 開講方式 

共通教育に係る授業は，前学期及び後学期の学期(1セメスタ)制により開講するもの

とする。 

第 3 授業科目 

授業科目については，別表第 1に掲げるとおりとする。 

第 3の 2 教育職員免許法施行規則第 66条の 6に規定する科目 

教育職員免許法施行規則(昭和 29年文部省令第 26 号)第 66 条の 6 に規定する科目は，

別表第 2に掲げるとおりとする。 

第 4 履修方法 

1 各学部が定める卒業に必要な授業科目の単位数のうち，共通教育に係る単位数は，37

単位以下(医学部医学科にあっては，48単位以下)とする。 

2 前項の共通教育に係る単位数のうち，次の各号に掲げる授業科目及び単位数について

は，全学部の学生に共通に修得させるものとする。 

(1) 基盤系のうち，学術リテラシー 1単位 

(2) 基盤系のうち，データサイエンスリテラシー 1単位 

(3) 基盤系のうち，統計，科学史又は現代社会論 2又は 4単位 

(4) 基盤系のうち，健康 1単位 

(5) 基盤系のうち，英語 4単位 
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(6) 教養系のうち，環境科学 2単位 

(7) 専門基礎系のうち，英語 4単位 

3 前項第 1号に規定する授業科目及び単位数を，開講対象となる 1年次に修得できなか

った場合には，その他の授業科目を当該単位数以上修得することにより代替する。 

第 5 単位の計算方法 

共通教育に係る授業科目の単位の計算方法は，1単位の授業科目を 45時間の学修を

必要とする内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，その授業によ

る教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，おおむね 15時間から 30時間 ま

での範囲で定める時間の授業をもって 1単位として単位数を計算するものとする。 

第 6 履修登録単位数の上限 

共通教育に係る履修登録単位数の上限については，信州大学全学教育センター教員

会議(以下「教員会議」という。)が，別に基準を定める。 

第 7 受講人数基準 

共通教育における受講人数基準は，科目区分及び授業形態に応じて，別表第 3に掲

げるとおりとする。 

第 8 履修の手続 

共通教育を履修する学生は，所定の期日までに，履修しようとする授業科目及びそ

の単位数を担当教員に届け出て，受講の許可を受けなければならない。 

第 9 単位の授与 

単位の授与は，学則第 47条の規定に基づき行うものとする。 

第 10 試験 

1 共通教育を履修する学生は，第 8の手続を経て履修した授業科目に限り試験を受ける

ことができる。 

2 試験は，各学期末に行うほか臨時に行うことがある。 

第 11 成績の評価 

成績の評価は，学則第 48条の規定に基づき行うものとする。 

第 12 追試験 

病気その他やむを得ない事由のため，第 10の試験を所定の期日に受験できない学生

については，追試験を行うことができる。 

第 13 その他 

この要項に定めるもののほか，共通教育の実施に関し必要な事項は，教員会議が定

める。 

附 則 

この要項は，平成 16年 4月 1日から実施する。 
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附 則(平成 17年 3月 31日平成 16年度要項第 11号) 

この要項は，平成 17年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 18年 3月 30日平成 17年度要項第 11号) 

この要項は，平成 18年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 20年 3月 19日平成 19年度要項第 13号) 

この要項は，平成 20年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 23年 3月 17日平成 22年度要項第 7号) 

この要項は，平成 23年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 24年 2月 16日平成 23年度要項第 6号) 

この要項は，平成 24年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 25年 2月 21日平成 24年度要項第 8号) 

この要項は，平成 25年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 26年 2月 20日平成 25年度要項第 8号) 

この要項は，平成 26年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 27年 2月 19日平成 26年度要項第 2号) 

この要項は，平成 27年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 28年 2月 18日平成 27年度要項第 6号) 

この要項は，平成 28年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 29年 3月 17日平成 28年度要項第 8号) 

この要項は，平成 29年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 30年 3月 20日平成 29年度要項第 13号) 

この要項は，平成 30年 4月 1日から実施する。 

附 則(平成 31年 3月 22日平成 30年度要項第 9号) 

この要項は，平成 31年 4月 1日から実施する。 

附 則(令和 2年 2月 20日令和元年度要項第 38号) 

1 この要項は，令和 2年 4月 1日から実施する。 

2 令和 2年 3月 31日に在学する者については，この規程による改正後の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 
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附 則(令和 4年 2月 16日令和 3年度要項第 18号) 

この要項は，令和 4年 4月 1日から実施する。 

附 則(令和 5年 2月 15日令和 4年度要項第 9号) 

この要項は，令和 5年 4月 1日から実施する。 

附 則(令和 5年 3月 29日令和 4年度要項第 28号) 

この要項は，令和 5年 4月 1日から実施する。 

附 則(令和 6年 2月 21日令和 5年度要項第 9号) 

この要項は，令和 6年 4月 1日から実施する。 

附 則(令和 6年 9月 18日令和 6年度要項第 9号) 

この要項は，令和 6年 9月 19日から実施し，令和 5年 4月 1日から適用する。 

附 則(令和 7年 1月 31日令和 6年度要項第 15号) 

この要項は，令和 7年 4月 1日から実施する。 

附 則(令和 8年 1月 20日令和 7年度要項第 12号) 

1 この要項は，令和 8年 4月 1日から実施する。 

2 令和 8年 3月 31日に在学する者については，この要項による改正後の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

附 則(令和 8年 3月 3日令和 7年度要項第 13号) 

この要項は，令和 8年 4月 1日から実施する。 

別表第 1(第 3関係) 

共通教育科目 

授業科目区分 授業科目名 単位数 授業形態 

基盤系 

リテラシー 
学術リテラシー 1 講義演習 

データサイエンスリテラシー 1 講義 

コア科目 

統計 2 講義 

科学史 2 講義 

現代社会論 2 講義 

健康 1 講義実技 

言語（1年次） 

英語 1 

実習 中国語 1 

ドイツ語 1 
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フランス語 1 

ハングル 1 

スペイン語 1 

教養系 

人文・社会 

哲学 1又は 2 

講義演習 

芸術学 2 

文学 2 

言語学 1又は 2 

歴史学 2 

社会学 1又は 2 

心理学 2 

教育学 1又は 2 

法学・政治学 2 

経済学・経営学 1又は 2 

文化論 1又は 2 

国際共修 1又は 2 

自然・技術 

数理科学の世界 1又は 2 

物理学の世界 2 

化学の世界 2 

生物学の世界 2 

地学の世界 2 

工学入門 2 

情報学入門 2 

環境・健康 

環境科学 2 

社会と健康 1又は 2 

人体と科学 2 

運動科学 2 

キャンパススポーツ実習 1 

実技 アウトドアスポーツ実習 1 

高年次スポーツ実習 1 

専門基礎系 

言語（2年次） 

英語 2 

演習 

中国語 2 

ドイツ語 2 

フランス語 2 

ハングル 2 

スペイン語 2 

基礎科学 
数学 2 

講義実験 
物理学 2 
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化学 2 

生物学 2 

地学 2 

別表第 2(第 3の 2関係) 

教育職員免許法施行規

則に定める科目 

左記に対応する本学の授業科目 単位数 

授業科目名 副題   

日本国憲法 法学・政治学 日本国憲法 2 

体育 

健康 健康科学・理論と実践 1 

キャンパススポ

ーツ実習 

ソフトボール 1 

バドミントン 1 

インクルーシブスポーツ 1 

ターゲットスポーツ 1 

コオーディネーションエクサ

サイズ 
1 

ニュースポーツ 1 

剣道 1 

テニス 1 

サッカー 1 

バレーボール 1 

バスケットボール 1 

弓道 1 

フィットネス 1 

アウトドアスポ

ーツ実習 

トレッキング 1 

スポーツフィッシング 1 

信大マラソン 1 

ゴルフ 1 

スノー・スポーツ 1 

外国語コミュニケーシ

ョン 
英語 

アカデミック・イングリッシ

ュ・フェイズⅠ(A) 
1 

アカデミック・イングリッシ

ュ・フェイズⅡ(A) 
1 

アカデミック・イングリッシ

ュ・フェイズⅠ(B) 
1 

アカデミック・イングリッシ

ュ・フェイズⅡ(B) 
1 

情報機器の操作   ※各学部において定める。 ※各学部におい
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て定める。 

別表第 3(第 7関係) 

科目区分 授業形態 受講人数基準 

基盤系 

講義 100人 

講義・演習（学術リテラシー） 50人 

講義・実技（健康） 50～100人 

実習(英語) 30～50人 

実習(初修外国語) 25～40人 

教養系 

講義 100人 

演習 20～30人 

実技 20人以上 

専門基礎系 

演習（言語） 25～40人 

講義（基礎科学） 50～60人 

実験（基礎科学） 40人 
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